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回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

営業収益 （百万円） 42,751 44,813 46,940 48,631 49,947

経常利益 （百万円） 3,299 3,241 2,678 3,312 3,109

親会社株主に帰属する当

期純利益
（百万円） 2,342 2,284 2,045 2,390 2,257

包括利益 （百万円） 2,294 2,183 2,081 2,363 2,234

純資産額 （百万円） 18,607 20,148 21,536 23,204 24,722

総資産額 （百万円） 31,591 35,812 39,304 40,078 39,764

１株当たり純資産額 （円） 2,493.77 2,699.21 2,883.85 3,106.12 3,308.05

１株当たり当期純利益 （円） 313.95 306.08 274.00 319.96 302.14

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 58.9 56.3 54.8 57.9 62.2

自己資本利益率 （％） 13.2 11.8 9.8 10.7 9.4

株価収益率 （倍） 7.4 8.0 9.4 8.7 11.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,672 3,560 2,813 4,825 2,745

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,277 △3,158 △5,538 △729 △2,517

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △669 186 3,085 △2,452 △2,100

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 4,808 5,396 5,756 7,400 5,528

従業員数
（人）

1,270 1,303 1,337 1,363 1,378

(外、平均臨時雇用者数) （419） （479） （511） （546） （502）

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

営業収益 （百万円） 37,775 39,651 41,808 43,639 44,825

経常利益 （百万円） 2,811 2,746 2,161 2,743 2,687

当期純利益 （百万円） 2,014 1,956 1,674 2,008 2,008

資本金 （百万円） 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284

発行済株式総数 （株） 7,546,000 7,546,000 7,546,000 7,546,000 7,546,000

純資産額 （百万円） 16,245 17,457 18,458 19,742 21,014

総資産額 （百万円） 28,475 33,238 36,510 36,877 35,860

１株当たり純資産額 （円） 2,177.24 2,338.72 2,471.79 2,642.70 2,811.81

１株当たり配当額

（円）

80.00 94.00 94.00 96.00 96.00

(うち１株当たり中間配

当額)
（40.00） （47.00） （47.00） （47.00） （48.00）

１株当たり当期純利益 （円） 269.97 262.10 224.22 268.86 268.74

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 57.1 52.5 50.6 53.5 58.6

自己資本利益率 （％） 12.9 11.6 9.3 10.5 9.9

株価収益率 （倍） 8.6 9.4 11.5 10.3 12.8

配当性向 （％） 29.6 35.9 41.9 35.7 35.7

従業員数
（人）

990 1,017 1,055 1,094 1,122

(外、平均臨時雇用者数) （360） （422） （450） （451） （404）

株主総利回り （％） 82.0 90.0 97.7 107.3 133.9

(比較指標：配当込み

TOPIX)
（％） (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 （円） 2,926 2,797 2,687 2,979 3,880

最低株価 （円） 2,100 2,110 2,356 2,050 2,520

(2）提出会社の経営指標等

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．最高・最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前に

ついては東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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1965年８月 静岡県袋井市に遠州トラック株式会社を設立、貨物自動車運送事業を開始

1971年１月 静岡県袋井市に豊田不動産株式会社を設立

1979年５月 倉庫業認可取得、倉庫事業を開始

1981年11月 静岡県袋井市に産業廃棄物処理業の株式会社タウンサービスを設立

1982年２月 静岡県袋井市（現在は浜松市中央区）に運送・倉庫及び物流加工業の株式会社藤友物流サービス

（現 連結子会社）を設立

1982年４月 静岡県西部地域での業務拡充のため浜松西事業所（後に遠州トラック浜松株式会社。現 浜松営業

所）を開設

1982年４月 関東地域での業務拡充のため春日部事業所（後に遠州トラック関東株式会社。現 さいたま営業所）

を開設

1982年９月 自動車運送取扱事業登録、運送取扱業務を開始

1988年６月 静岡県浜松市（現在は浜松市中央区）に車輌整備業の浜松整備株式会社を設立

1989年３月 静岡県浜松市（現在は浜松市中央区）に遠州トラック浜松株式会社を設立

1989年３月 埼玉県春日部市に遠州トラック関東株式会社を設立

1992年４月 子会社５社（豊田不動産株式会社、株式会社タウンサービス、浜松整備株式会社、遠州トラック浜

松株式会社、遠州トラック関東株式会社）を吸収合併

1992年４月 静岡県袋井市に不動産営業所を開設、不動産事業を開始

1994年２月 中国上海市に上海遠州出口商品整理服務有限公司を設立

1994年10月 東京都中央区（現在は東京都港区）に東京事務所（現 東京営業所）を開設

1995年４月 日本証券業協会に店頭売買有価証券として登録

1995年４月 上海遠州出口商品整理服務有限公司を解散し、上海遠州物流有限公司を設立（2015年11月清算）

1997年５月 中国青島市に青島遠州国際物流有限公司を設立（2017年１月清算）

1997年９月 神奈川県横浜市に横浜事業所（現 横浜営業所）を開設

2000年11月 子会社・株式会社藤友物流サービスの追加出資により中国北京市の北京外紅国際物流有限公司を子

会社化（2008年11月、出資持分を譲渡し、関係解消）

2001年１月 本社倉庫部が「ISO9002」の認証を取得

2001年１月 中国大連市に大連遠州貨運有限公司を設立（2016年３月清算）

2002年８月 関西地区における営業拡大のため大阪市鶴見区（現在は大阪府摂津市）の遠州トラック関西株式会

社の株式100％を取得（現 連結子会社）

2003年２月 本社輸送部、倉庫部及び浜松事業部（現 浜松営業所）が「ISO9001」の認証を取得

2004年11月 静岡県袋井市に物流加工業の株式会社中国遠州コーポレーションを設立（2017年８月清算）

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

2005年４月 当社１単元株式数を1,000株から100株に変更

2006年９月 株式会社住友倉庫が株式の公開買付けにより当社株式4,527,600株（発行済株式の総数の60.0％）を

取得し、当社の親会社となる

2007年４月 中国青島市に青島佳天美遠州貿易有限公司を設立（2016年11月、出資持分を譲渡し、関係解消）

2008年４月 子会社・株式会社中国遠州コーポレーションの出資により中国北京市に北京遠州包装服務有限公司

を設立（2012年３月、出資持分を譲渡し、関係解消）

2009年６月 福島県白河市に福島事務所を開設（2020年３月閉鎖）

2009年11月 神奈川県厚木市に厚木要冷センターを開設

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場

2012年６月 トランクルーム（書類等保管）事業に参入

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に

上場

2014年12月 太陽光発電による売電事業に参入

2017年４月 神奈川県足柄上郡に小田原営業所を開設

2018年７月 インターネット通販の宅配業務に参入

2018年11月 浜松市北区（現在は浜松市浜名区）に、中日本高速道路株式会社と共同で、中継物流拠点「コネク

トエリア浜松」を開設

2020年10月 静岡県菊川市に本社がある小笠運送株式会社（現 連結子会社）の全株式を取得し子会社化

２【沿革】
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2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）から

スタンダード市場に移行

2023年２月 本社・本社社屋・配車センターを現在地に移転

2023年７月 さいたま営業所をさいたま市岩槻区に移転

2024年４月 静岡県袋井市に袋井ＬＳＣ営業所を開設

区分 内容 会社名

物

流

事

業

一般貨物自動車運送事業 貨物運送

遠州トラック株式会社 株式会社藤友物流サービス

遠州トラック関西株式会社 小笠運送株式会社

　

貨物運送取扱事業 貨物運送の取次

倉庫事業
荷物の保管・管理

物流加工

そ

の

他

不動産事業等

土地建物の賃貸・

売買等

太陽光発電による

売電

遠州トラック株式会社

３【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(遠州トラック株式会社)及び子会社３社並びに親会社である株式

会社住友倉庫により構成されており、一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫事業及び不動産事業等によ

る総合物流事業を営んでおります。事業内容とセグメントとの区分は同一であり、当社及び関係会社の当該事業にか

かる位置付けは次のとおりであります。

以上の当社グループについて図示すると次のとおりであります。

- 5 -



名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有割合
又は被所有割合

（％）
関係内容

（親会社）

株式会社住友倉庫

（注）２

大阪市北区 14,922 物流事業 被所有　　61.1

貨物運送、取次・荷

物の保管及び倉庫の

賃借。

（連結子会社）

株式会社藤友物流

サービス

浜松市中央区 50 物流事業 100.0

貨物運送、取次・荷

物の保管、役員の兼

任あり。

（連結子会社）

遠州トラック関西

株式会社

大阪府摂津市 20 物流事業 100.0

貨物運送、取次・荷

物の保管、資金の借

入、役員の兼任あ

り。

（連結子会社）

小笠運送株式会社
静岡県菊川市 10 物流事業 100.0

貨物運送、取次・荷

物の保管及び倉庫の

賃借、役員の兼任あ

り。

４【関係会社の状況】

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．有価証券報告書提出会社であります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、ミッション（使命）、ビジョン（経営目標）及びバリュー（従業員行動指針）の３項目から構成される経

営理念を定めております。この経営理念に沿って会社経営を進めて参ります。

イ．ミッション（使命）

ⅰ）人的資本である従業員の「幸せ」を第一義に考えた経営を行います。

物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。

従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に価

値を提供する経営基盤を盤石にします。

ⅱ）お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提供

します。

ⅲ）地球環境にやさしい物流の実現のためにＣＯ2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。

ロ．ビジョン（経営目標）

ⅰ）従業員が仕事に対する誇りとやりがいをもって働ける安全・安心な労働環境をつくり、従業員の「エンゲージ

メント」を向上させます。

ⅱ）戦略商品を核に関東・関西間の物流サービスを拡充し、事業領域を拡大します。

拡大に際しては、安全・品質を向上させながら、当社車両と乗務員、作業員で運営する自社輸送体制を堅持

し、お客様のニーズに柔軟に対応する能力を確保します。

ⅲ）先端技術の積極的な導入により、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、未来に向けた物流サ

ービスのイノベーションに挑戦し、事業価値を向上させます。

ⅳ）社会的課題の解決に貢献します。

法令を遵守し、お客様と共同して、地球環境にやさしい物流サービスにより、社会的課題の解決に貢献しま

す。また、企業の社会的責任として、地域の交通安全づくりや地域社会の行事への参画を通じて、社会の持続

的な成長に貢献します。

ハ．バリュー（従業員行動指針）

従業員は、ミッション、ビジョンの実現を目指し、行動指針に沿って、バリュー（従業員の判断・行動の基準と

なる共通の価値観）を共有し、行動します。

バリューを会社の組織文化として定着させます。

ⅰ）ミッション、ビジョンの実現を目指して、行動指針に基づき判断・行動します。

従業員は、会社の事業の方向性を理解し、何に取り組むべきかを考えて、自らの目標に落とし込むとともに、

目標に合わせて自身の意識と行動を変化させます。

ⅱ）安全を最優先に考え、安全・安心な働きやすい職場をつくります。

事故を未然に防止するため、ルールを遵守する基本行動を徹底します。

職場の従業員が、気持ちよく仕事ができるように人と人とのつながりを大切にします。

ⅲ）お客様起点にたって、物流サービスの品質を向上させ、お客様に満足していただける物流の仕組みを提供し、

価値を向上させます。

お客様の方針、ニーズを理解し、期待に応え、安定した信頼関係をつくります。

ⅳ）我が事として、プロフェッショナルに仕事に取り組み、生産性を高めます。

従業員は自分の役割や責任を理解して、当事者意識をもって業務の進め方を改善し、職場やお客様に提案し、

主体的に業務に取り組みます。

ⅴ）何が正しいことなのかを「正直、誠実、高潔」に物事を考え、判断・行動します。

法令と会社のルールを遵守し、ルールがなく上長に相談できない場合でも自らの責任で「正直、誠実、高潔」

であることを基準に判断・行動します。

ⅵ）多様な価値観を認め、従業員個々の強みを発揮し、課題に挑戦して、人財として成長します。

率直な意見を交換する場をつくり、アイデアやヒントを組織として共有し、学び続けます。
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(2) 経営戦略等

イ．新しい物流サービスに挑戦し、事業領域を拡大する

ⅰ）中継輸送（ｅ－ｃｈａｎｇｅ）プラットフォームを活かした輸送ネットワークを拡充する

中継輸送による関東・関西間の物流サービスを、東北、九州を始めとした各地とも接続させることで、乗務員

不足で困難になる長距離輸送の問題を解決します。

また、中継拠点を活用して幹線輸送とエリア配送を繋げたネットワークを拡充します。

ⅱ）ＥＣ（ｅコマース：インターネット上の電子商取引）物流を拡大する

東海エリアでのＥＣ物流ネットワークを活用して新たなＥＣ顧客の個配業務を開拓します。

ⅲ）共同配送網を拡充する

当社拠点が充実している静岡県、関東圏、中京圏の共同配送ネットワークを更に拡充して、お客様の業務効率

化に貢献するとともに社会的課題であるＣＯ2の削減に貢献します。

ⅳ）協力会社ネットワークを拡充する

協力会社とのネットワークを更に強固なものとして、お客様の多様なニーズにお応えします。

ⅴ）調達物流を進化させる

メーカー至近の立地を活かせる当社拠点を原料・資材を集積させる場にすることに加えて、セット組み機能や

多頻度適時輸送など顧客に最適な納品形態を実現させる場として進化させます。

ⅵ）最適な物流サービスの提供に向けて物流拠点を新設する

お客様のニーズに合わせた立地に、立地地域の協力会社と提携しながら拠点を新設して、原料・資材の調達物

流拠点や製品の消費地在庫拠点として活用します。

ロ．事業戦略の推進のための投資を行う

ⅰ）先端技術の積極的な導入により、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、未来に向けた物流サ

ービスのイノベーションに挑戦する

当社の業務上の情報（データ）とデジタル技術を活用し、業務の効率化と省人化を進めるとともに、お客様に

最適で品質の高い物流サービスを提供します。

輸送においては、自動配車システムを全社展開して業務の標準化を進め、全社最適で効率的な配車を実現しま

す。

ⅱ）車両の電動化・自動運転化の進展に合わせて、お客様と共同して導入に取り組む

ハ．人的資本価値を高める投資を行う

ⅰ）人材が事業の価値を高める人的資本であると捉えて投資する

従業員の処遇と職場環境を改善し、従業員のエンゲージメントを高め、多様な人材の募集と確保に努めます。

ⅱ）従業員の健康保持・増進に積極的に取り組み、組織の活性化や生産性の向上につなげる

ニ．コンプライアンスを遵守し、コーポレート・ガバナンスの強化を進める

ホ．地球にやさしい物流に取り組む

中継輸送、共同配送、調達物流の最適化、モーダルシフト等の提案により、社会的課題であるＣＯ2削減に積極

的に取り組みます。
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2031年３月期

（第66期 目標）

営業収益 61,000百万円

営業利益 4,000百万円

事業投資額（期間累計） 33,000百万円

ＲＯＥ（自己資本利益率） 8％以上

配当性向 30％以上

(3) 経営環境及び対処すべき課題

当社は2026年度を初年度とする５年間の中期経営計画を本年３月に公表いたしました。この５事業年度の間に330

億円の事業投資を行い、新しい物流サービスに挑戦し、事業領域を拡大することで、計画最終年度となる2030年度の

営業収益を610億円、営業利益を40億円とする計画としております。この中期経営計画を実現するため、以下の施策

に取り組んでまいります。

第一に、様々なモノやサービスの価格が高騰しているなか、運輸・倉庫業においては運賃や作業料などの価格への

転嫁が不十分な状況にあります。乗務員等の時間外労働の上限規制の適用に伴う構造的な変化や、慢性的な労働力不

足が懸念されるなか、適正な価格転嫁を推進するとともに労働力確保に向けた賃上げを積極的に行い、物流サービス

の安定供給に努めてまいります。

第二に、乗務員不足で困難になる長距離輸送の問題を解決するため、中継輸送をさらに推進してまいります。当社

は、関東・関西の中間に拠点をもつ立地を活かして、乗務員が日帰り運行できる環境の構築を目指しており、業界に

先駆けて中継拠点を設置いたしました。この中継輸送（ｅ－ｃｈａｎｇｅ）プラットフォームを活かした物流サービ

スを東北、九州を始めとした各地とも接続させることで、乗務員不足で困難になる長距離輸送の問題解決に努めてま

いります。

次に、当社がこれまで取り組んできた化学品や食品などの共同配送による業務の効率化や、ＥＣ（電子商取引）関

連の強化を図るべく、協力会社とのネットワークを更に拡充するとともに、輸送能力の増強を図ってまいります。

続いて、調達物流を進化させ、顧客企業に最適な物流サービスを提供してまいります。顧客企業の製造拠点近くに

物流施設を設け、顧客が各サプライヤーから調達する部品を当社の輸送ネットワークを活かして効率的に集めるとと

もに、顧客の要望にあわせたセット組みや多頻度適時輸送を行います。物流の合理化・外注化を進める企業に向け

て、高品質の物流サービスを提供するとともに、今後も事業の拡大に向けて取り組んでまいります。

上記事業戦略の推進に向けて投資を行い、先端技術の積極的な導入を図ります。具体的には、ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション）の進展に対応できるよう基幹システムを再構築するとともに、自動搬送ロボット等の導入を

進め、作業環境の改善や省人化を図ってまいります。また、地球にやさしい物流に取り組むべく、中継輸送や共同配

送の推進とともに車両の電動化・自動運転化の進展に合わせて、顧客と共同して導入に取り組んでまいります。

一方、管理面におきましては、人的資本価値を高めるための投資として従業員の健康保持・増進に取り組むべく、

健康経営を推進するとともに従業員の処遇や職場環境の改善を積極的に行います。また、コーポレート・ガバナンス

の強化を進め、経営管理体制の充実に一段の努力を払ってまいる所存です。

(4) 中期経営計画（2026年４月～2031年３月）の数値目標（連結）
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）サステナビリティ全般

当社は、企業行動指針において、法令等の遵守、環境保全、人権・人格の尊重、及び地域社会への貢献などに、

役員及び従業員は日々実践に努める旨を定めております。また、当社の存在意義・使命を実現するためのミッショ

ン（使命）、ビジョン（経営目標）及びバリュー（従業員行動指針）から構成される「経営理念」を2023年５月に

公表いたしております。「経営理念」を構成するミッション（使命）は、経営の判断基準にすることで一貫性のあ

る企業経営を可能にするとともに従業員を含めたステークホルダーに対しても仕事の意義や意味を示すものとし

て、次のとおり定められております。

ⅰ）人的資本である従業員の「幸せ」を第一義に考えた経営を行います。

物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。

従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に

価値を提供する経営基盤を盤石にします。

ⅱ）お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提

供します。

ⅲ）地球環境にやさしい物流の実現のためにＣＯ2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。

①ガバナンス

当社は、取締役（社外取締役を除く）、常勤監査役、執行役員及び部長等を構成員とする経営会議において経

営事項全般について審議するほか、コンプライアンス委員会、内部統制委員会及び全社安全衛生委員会を設置

し、リスク管理、コンプライアンス、環境保全、安全衛生等に関する事項を審議のうえ、諸施策を推進しており

ます。

取締役会は、これらのうち特に重要な事項について各委員会から、また、人的資本に関する重要な事項につい

ては総務部をはじめとする担当部門から、それぞれ報告を受けることによって、サステナビリティ全般への取組

みについて、適切な監督が図られるよう体制を整えております。また、取締役会の決議が求められる特に重要な

事項については、取締役会で意思決定を行っております。

子会社を含めたグループのガバナンスに関しまして、当社は、全子会社を対象とする関係会社会議を年４回開

催しており、同会議において環境保全、コンプライアンスをはじめとするサステナビリティ全般に関する事項の

情報共有及び意見交換等を行うとともに、当社グループにおける適正な業務遂行に関する指導を行っておりま

す。

②リスク管理

当社は、リスク管理規程において定められた基本方針等に基づき、サステナビリティに関する事項を含め、当

社グループの事業活動上のリスクに関する管理体制を整備しております。当社グループの事業活動における重大

なリスクが顕在化した場合には、可能な限り損失を回避するよう努めるほか、当社グループにおいて不測の事態

や危機が発生した場合の報告体制、対応要領等を整備しております。

子会社のリスク管理については、各子会社において当社と同様のリスク管理規程が定められ、リスク管理上重

要な事項については、その都度、環境関連の法規制遵守状況についても適宜、関係会社会議で報告が行われ、当

社グループ全体でリスク管理に関する情報を共有しております。
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(2）人的資本・多様性

①人的資本の考え方

当社にとって人材とは、事業の価値を創出していくうえでかけがえのないものであり、仕事に対する誇りを感

じ、エンゲージメントの高い従業員による組織運営こそが、事業継続の基盤であると考えております。

当社の経営理念では、使命（ミッション）の最初に『人的資本である従業員の『幸せ』を第一義に考えた経営

を行ないます。』と掲げるとともに、『物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経

営として最善を尽くします。』及び『従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心

に働ける会社を目指し、お客様に価値を提供する経営基盤を盤石にします。』と表明しております。

働きがいを高めることは、『従業員の「幸せ」』を実現するための重要な要素であり、その実現に必要な投資

を継続的に実施すべく、経営として最善を尽くします。

②主な取組実績と継続施策

当社は、従業員一人ひとりの成長と活躍を支援し、多様な人材がいきいきと働ける環境を整備するため、以下

の取り組みを継続的に実施しております。

イ．人材育成

従業員のスキルアップとキャリア形成を支援するため、各種研修プログラムを体系的に実施しています。事務

職を対象とした複数回にわたる階層別研修をはじめ、新任管理職研修や所課長クラスを対象とする管理職研修を

毎年継続して実施しております。現業職については、安全意識の向上を最優先課題と捉え、定期的な安全研修に

加え、フォークリフトコンテストやドライバーコンテストを継続的に開催し、日々の業務に不可欠な安全運転技

術の維持・向上を図っています。

ロ．従業員の活躍推進

従業員一人ひとりが、その能力を最大限に発揮できる環境づくりを進めています。特に、重要な経営課題であ

る女性の活躍については、職場環境の改善や柔軟な働き方の導入・提案により、現業職への採用・定着を促進し

ています。また、意欲ある事務一般職には総合職や地域職（転居を伴わず管理職を目指す職種）へのキャリア転

換を奨励し、管理職登用を支援しています。年齢に関わらず長く活躍できるよう、定年後再雇用期間満了後の雇

用における年齢上限も撤廃しています。これにより、性別や年齢に関わらず、長期的なキャリア形成が可能な環

境整備を進めています。

ハ．働きがいと職場環境の向上

従業員が心身ともに健康で、より高い意欲をもって能力を発揮できるよう、安全で働きやすい環境整備に継続

して取り組んでいます。年間休日数については、2023年3月期より114日へ増加させた運用を継続しており、年次

有給休暇の取得も積極的に奨励しています。これらの職場環境改善への取り組みが評価され、国土交通省が創設

した「運転者職場環境良好度認証制度」（通称：働きやすい職場認証制度）においては、「二つ星」認証を継続

しております。各倉庫においても、従業員の負担軽減と生産性向上を目指し、自動搬送ロボットや空調設備の導

入・増設、遮熱塗装の実施といった環境改善施策を進めております。

ニ．健康

従業員の安全確保と心身の健康維持を経営の最重要基盤の一つと位置づけ、健康経営を推進しています。その

取り組みの結果、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。また、メンタルヘルスケア

や各種ハラスメント防止に関する研修を定期的に実施しており、今後も従業員のウェルビーイング向上に資する

施策のさらなる充実に注力してまいります。
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指標 目標（2026年３月期） 実績（2026年３月末）

労働者に占める女性労働者の採用割合（正社員） 25％以上 25％

人材戦略骨子 指標 目標（2026年３月期） 実績（2026年３月期）

従業員エンゲージメントの向上

エンゲージメントに関

わるサーベイの結果が

５段階評価で３以上で

ある従業員の割合

85％以上 87.2％

教育体系・育成計画の再整備

教育体系の再構築を引

続き行い、研修受講総

時間の増加率

5％～10％増加 33.2％増加

健康経営の推進

定期健康診断の総合判

定における有所見率の

減少率

2027年３月期まで

に2025年３月期比

5％以上減少

0.6％増加

人材戦略骨子 指標 目標（2027年３月期）

従業員エンゲージメントの向上

エンゲージメントに関わるサーベ

イの結果が５段階評価で３以上で

ある従業員の割合

85％以上

教育体系・育成計画の再整備
教育体系の再構築を引き続き行

い、研修受講総時間の増加率
5％以上

健康経営の推進
定期健康診断の総合判定における

有所見率の減少率

2027年３月期までに5％以上減少

（2025年３月期比）

③指標及び目標

当社は、女性活躍推進法に関する情報公表として、労働者の採用における女性労働者の指標を用いておりま

す。当該指標に関する目標及び実績は以下のとおりです。

なお、当社においては、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われているものの、連結グ

ループに属するすべての会社では行われていないため、連結グループに係る記載が困難であります。このため、

以下の指標に関する目標及び実績は、当社のものを記載しております。

また、当社では、上記において記載した、人的資本・多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環

境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する2026年３月期の目標及び実績は、

次のとおりであります。

なお、2027年３月期は次の３つの指標・目標を設定しております。
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議長 社長

構成員 常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等

(3）気候変動

当社は、気候変動対策は事業上の重要課題の一つであるという認識のもと、持続可能な社会の実現に貢献するた

め、企業活動による環境負荷を軽減するなど、環境保全に着実かつ継続的に取り組んでおります。

その一環として、当社はTCFDが定める情報開示フレームワークに基づき、気候変動によってもたらされる当社事

業へのリスクと機会を分析し、リスクの低減と事業機会の拡大を目指すとともに、温室効果ガス排出量の削減に取

り組んでまいります。

①ガバナンス

当社は、気候変動を重要な経営課題の一つとして認識しています。取締役会による監督のもと、常勤取締役、

常勤監査役、執行役員、部長等を構成員とする経営会議によって、気候変動に関する課題の特定、経営判断、業

務執行を行う体制を構築しております。

気候変動対応を含むサステナビリティ全般に関する課題や今後の取組方針については、経営企画部を主幹部署

としたサステナビリティ事務局が情報収集と取りまとめを行い、経営会議に適宜報告をしております。経営会議

ではサステナビリティ事務局からの報告に基づき、取締役会に付議、報告する案件を検証し、取締役会において

経営上重要な事項について意思決定を行っております。

　体制図

経営会議の構成
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①リスクと機会の整理 ②社会変化と事業への影響の整理 ③対応策の検討

気候変動に伴い当社の事業に対し

てリスク及び機会となりうる項目

を検討し、影響度が大きい項目を

整理

2030年における社会変化 を想定

し、それが事業にどのような影響

を与えうるかを整理

社会変化による事業への影響を踏

まえ、対応策を検討

シナリオ 概要 主な参照シナリオ

1.5℃未満シナリオ

2050年にGHG排出ネットゼロを目指す等、世界

の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃

未満に抑制するため、4℃シナリオ以上に各国

における政策・規制が強化されるとともに、

社会における環境や気候変動への意識も現状

に比べて大きく高まる

・IEO World Energy Outlook 2021. 

Sustainable Development Scenario 

/ Net Zero Emissions by 2050 

Scenario

・IPCC SSP1-1.9

4℃シナリオ

既に実施済みの政策に加え、公表済みの政策

が実現されることを想定したシナリオであ

り、政策・規制は1.5℃、2℃シナリオよりも

弱い想定。GHG排出量も当面は増加する可能性

があり、社会的にも環境や気候変動への意識

は現状の延長線上で推移する

・IEO World Energy Outlook 2021. 

Stated policies Scenario

・IPCC SSP5-8.5

②戦略

分析の時点を2030年とし、分析対象は当社の物流事業を対象といたしました。分析は、リスクと機会の整理、

社会変化と事業への影響の整理、対応策の検討という手順で実施しております。

シナリオについては、脱炭素社会の実現を目指す1.5℃未満シナリオと、気候変動対策がされず物理的リスク

が顕在化する4℃シナリオを想定し、各外部機関によって整理されたシナリオを適宜参照しながら、社会変化を

整理のうえ、財務影響の分析に活用しております。

分析の方法

シナリオの想定
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社会変化と対応策の検討結果・1.5℃未満シナリオ

脱炭素社会への移行が進む1.5℃未満シナリオでは、GHG排出への課税や規制の強化、エネルギーコストの

急増などの移行リスクの影響が大きいと考えられます。

財務影響としては、GHG排出コストの増加や光熱費の増加、GHG報告義務に対応するための人件費の増加な

どが考えられます。

定量化が可能な項目について財務インパクトを算出した結果、GHG排出コストの増加による影響が特に大

きいことが分かりました。

このような状況での対応策としては、低燃費車両への切替やエコドライブの実施による燃費改善や節電対

策の強化・推進をはじめ、GHG排出量の報告に係る作業の効率化を進めることが考えられます。

これらの対応策を講ずることで事業への影響を緩和することができますが、今後の環境変化を継続的にモ

ニタリングしながら、定量分析の拡充を適宜進めることで、気候変動に対するレジリエンスを高めるととも

に、環境変化に対応した価値創造を実現してまいります。
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社会変化と対応策の検討結果・4℃シナリオ

気候変動対策がされず、物理的リスクが顕在化する4℃シナリオでは、台風や洪水などの極端な気象事象

が増すほか、気温上昇による労働環境の悪化が生じます。

財務影響としては、 燃料コストの増加や自然災害の激甚化に伴う修繕コストや支払保険料の増加、業務

停止による売上高の減少のほか、職場環境へのイメージ悪化に伴う人手不足に起因するコストの増加などが

考えられます。

定量化が可能な項目の財務インパクトを算出した結果、燃料価格の高騰によるコスト増加の影響が特に大

きく、その他にも業務停止による売上高の減少や支払保険料の増加による影響があることが分かりました。

このような状況での対応策としては、低燃費車両への切替やエコドライブの実施による燃費改善や節電対

策の強化・推進をはじめ、災害時にも業務の継続を可能とするための代替ルート・代替輸送手段の確保や保

険料の見直しを実施することが考えられます。

これらの対応策を講ずることで事業への影響を緩和することができますが、今後の環境変化を継続的にモ

ニタリングしながら、定量分析の拡充を適宜進めることで、気候変動に対するレジリエンスを高めるととも

に、環境変化に対応した価値創造を実現してまいります。

③リスク管理

当社では、取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等を構成員とするコンプライ

アンス委員会において、統括的なリスク管理を実施しております。

リスク管理規程に則り、リスクアンケートの実施を通じて、気候関連リスクを含む全般的な事業リスクを把

握、評価、管理し、対策立案及び取締役会へ報告等を行う仕組みを制度化しております。

④指標及び目標

今回のシナリオ分析の結果に基づき、戦略とリスク管理に即して用いる指標と目標を設定し、達成に向けた取

り組みを行います。また、目標に対する実績、及びScope別GHG排出量の開示を進める所存です。
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３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

①  取引集中によるリスク

当社グループの顧客層は業種も多種多様で、物流エリアも東北地方から関西、九州地方に分散しているものの、

インターネット通販に関連する取引の増加により、特定の取引先との取引が営業収益の20％以上を占めておりま

す。当社グループは、物流サービスの拡充により取扱業務を拡大することで、取引集中によるリスクの回避に努め

てまいります。取引先との関係は良好かつ安定的に推移しておりますが、内外の状況により取引先を含めた事業環

境が激変する可能性に加えて、主要な取引先との契約内容が変更あるいは解消された場合、当社グループの業績が

影響を受けるリスクがあります。

②  燃料費変動のリスク

原油価格等の高騰により軽油価格が上昇した場合、燃料油脂費等の運送原価が増加します。軽油価格変動に連動

する燃油サーチャージを収受することや、集中購買、エコドライブの推進等により費用の削減に努めております

が、これら費用の増加分を運賃に転嫁できない場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

③  金利変動のリスク

当社グループは車輌の更新及び倉庫施設等の新設や更新のため、継続的な設備投資を行っております。有利子負

債の圧縮に努めておりますが、必要な設備資金は主として外部借入により調達しております。主に固定金利での借

入を行っておりますが、変動金利で調達している資金については金利変動の影響を受けることになります。また、

金利の変動により、将来の資金調達コストが影響を受ける可能性があります。

④  固定資産の減損リスク

当社グループは物流事業、不動産事業等を営んでおり、その業務の性格上、多額の固定資産を所有しておりま

す。今後、保有資産の時価下落や収益性の低下に伴う減損損失が発生する可能性があります。

⑤  法的規制及び環境規制に伴うリスク

当社グループは、一般貨物自動車運送事業、倉庫業等、国土交通大臣等の許可や登録に基づく事業を営んでお

り、排ガス規制等、環境・安全に係る規制の影響を受けておりますが、低炭素社会への移行が社会全体の課題とさ

れる中、規制強化の影響を受ける可能性があります。当社グループは、業界における各種の法的規制に適合した経

営の遂行を最重要課題とし法令遵守の徹底を図っておりますが、万一、当該規制に抵触し、事業の停止、許可・登

録の取消処分等を受けるような事態になった場合は、事業自体の遂行が困難となるケースも想定されます。また、

法的規制が強化されることにより人的、資金的負担が増大する可能性もあります。
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⑥  自然災害等のリスク

当社グループが主力地盤とする地域は東海地震の可能性が言及されている一帯に位置しています。大規模な地

震、津波、風水害、火災等の発生により、当社グループの倉庫、車輌等の設備や道路、通信網等が重大な損害を受

け、事業の一時的な中断、ひいては取引の縮小や解消、従業員の身体・生命に関わる安全レベルの低下、災害対策

のための負担の増加等が発生する可能性があります。当社グループでは、社員の安否確認やＢＣＰの策定、防災訓

練の実施などの対策を講じておりますが、想定を超える規模で被害が発生した場合には当社グループの業績が重大

な影響を受ける可能性があります。

⑦  感染症発生に関するリスク

当社グループは関東地区から関西地区にかけて事業所が点在しており、リスクの分散化が図られていると認識し

ておりますが、想定を超える規模で新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の未知の感染症が流行した場合、

当社グループや取引先の事業活動の停止または事業継続に支障をきたす事態の発生により、当社グループの経営成

績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑧  情報漏洩のリスク

当社グループは、物流業務の受託にあたり、取引先の各種情報を取り扱っております。このため、プライバシー

ポリシーの制定をはじめ、情報管理やコンプライアンスに関する教育・指導の徹底に努めております。また、専門

家に外部委託し、状況変化に応じて継続的な情報セキュリティ対策の実施に努めております。万一、当社グループ

の責任により当該情報が漏洩し、取引先に損害を与えた場合は多額の損害賠償請求を受ける可能性があるため損害

賠償保険に加入しておりますが、社会的信用を失うリスクがあります。

⑨  システムリスク

当社グループの業務はその大半をシステムに依拠しているため、自然災害、ウイルスの侵入、不正アクセスなど

によりシステム障害が発生し、かつ長期間障害が継続した場合には業務に重大な支障を来たすおそれがあります。

これについてはデータセンターの活用によりリスクの低減を図っているところですが、今後の多様な事業展開と情

報量の飛躍的な増加も見据え、これら諸リスクに対処するため、基幹システムの再構築をいたしております。

⑩  重大な事故発生のリスク

当社グループは、貨物運送事業を営むうえで多くの車輌を使用し、日々運行を行っております。安全管理は当社

グループの最重要課題として取り組んでおりますが、万一、重大な交通事故等を発生させてしまった場合は、取引

先のみならず社会一般の信用も失墜することになり、多額な損害賠償請求、営業停止等の行政処分などにより、当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

⑪  コンプライアンス違反に関するリスク

万一、会社や役員・従業員によるコンプライアンス違反に関する事項が発生した場合、取引先等の信頼を失うこ

とにより事業活動に重大な影響を受ける可能性、あるいは過去の財務諸表等の修正を要する事態に発展する可能性

があります。

当社グループは、コンプライアンス実践のため企業行動指針（10項目）を定め、平素より法令遵守の企業風土の

醸成に努めております。また、法令や諸規程に基づく内部統制が機能するよう内部監査室や内部統制委員会等にお

いて、万一にも法令違反や重大な誤謬が発生しないよう監視・監督に努めております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより景気は緩やかな持ち直しの動きが見ら

れる一方で、米国の通商政策の影響による景気下振れ懸念に加え、中東情勢によるエネルギー問題や日中関係の不

安定化などによる影響の懸念等もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

物流業界におきましては、燃料費の高止まりや、乗務員の時間外労働の上限規制の強化などにより従前どおりの

運行が難しくなるなど、経営環境は厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、インターネット通販向け輸送業務が伸び悩んだものの、

一般貨物の取扱拡大に努めたこと、輸送用機器向けの部品の取扱が増加したことなどから、当連結会計年度の財政

状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

イ  財政状態

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億14百万円減少し、397億64百万円となりました。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億32百万円減少し、150億41百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億18百万円増加し、247億22百万円となりまし

た。

ロ  経営成績

当連結会計年度の経営成績は、営業収益（売上高）499億47百万円（前期比2.7％増）、営業利益31億８百万円

（前期比4.1％減）、経常利益31億９百万円（前期比6.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益22億57百万円

（前期比5.5％減）となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

物流事業は、営業収益497億76百万円（前期比2.7％増）、セグメント利益41億11百万円（前期比2.1％減）とな

りました。

その他（不動産事業等）は、営業収益１億70百万円（前期比16.1％増）、セグメント利益83百万円（前期比

11.4％増）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は55億28百万円となり、前連結会計年

度末に比べ18億72百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は27億45百万円（前年同期比20億80百万円減）となりました。主な増加は、税金

等調整前当期純利益31億49百万円、減価償却費12億63百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額11億27百万

円、未払消費税等の減少額５億８百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は25億17百万円（前年同期比17億87百万円増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出18億98百万円、無形固定資産の取得による支出６億94百万円があったことなどによるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は21億円（前年同期比３億51百万円減）となりました。これは主に長期借入れに

よる収入11億10百万円に対し、長期借入金の返済による支出24億38百万円、配当金の支払額７億24百万円があっ

たことなどによるものです。
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セグメントの名称 区分

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

物流事業

輸送部門 36,749 102.1

倉庫部門 13,027 104.4

計 49,776 102.7

その他 不動産事業等 170 116.1

合計 49,947 102.7

相手先

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

アマゾンジャパン合同会社 13,297 27.3 11,831 23.7

③生産、受注及び販売の実績

セグメントごとの区分別営業収益は次のとおりであります。

なお、当社グループは物流サービスの提供が主要な事業のため、生産及び受注の状況は記載を省略しておりま

す。

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の営業収益及び当該営業収益の総営業収益に対す

る割合は次のとおりであります。

(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

イ  財政状態

（資産合計）

当連結会計年度末における流動資産は112億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億67百万円減少しま

した。これは主に、現金及び預金が18億72百万円減少したことによるものであります。固定資産は285億４百万

円となり、前連結会計年度末に比べ15億52百万円増加しました。これは主に、有形固定資産が８億68百万円、無

形固定資産が７億15百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、397億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億14百万円減少しました。

（負債合計）

当連結会計年度末における流動負債は70億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億32百万円減少しまし

た。これは主に、その他に含めて表示している未払金が２億49百万円増加したものの、短期借入金が11億58百万

円、未払法人税等が２億40百万円、設備関係電子記録債務が98百万円、その他に含めて表示している未払消費税

等が５億８百万円減少したことによるものであります。固定負債は79億91百万円となり、前連結会計年度末に比

べ99百万円減少しました。これは主に、長期借入金が１億70百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、150億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億32百万円減少しました。

（純資産合計）

当連結会計年度末における純資産合計は247億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億18百万円増加し

ました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益22億57百万円及び剰余金の配当７億24百万円によるもので

あります。

この結果、自己資本比率は62.2％（前連結会計年度末は57.9％）となりました。
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ロ  経営成績

営業収益（売上高）は、インターネット通販向け輸送業務が伸び悩んだものの、一般貨物の取扱拡大に努めた

こと、輸送用機器向けの部品の取扱が増加したことなどから、499億47百万円（前期比2.7％増）となりました。

営業原価は、人件費及び外注費が増加し、前連結会計年度に比べ13億89百万円増加の455億54百万円となりま

した。また、販売費及び一般管理費は、人件費及び支払手数料などが増加した結果、57百万円増加の12億84百万

円となりました。

営業利益は、上記の結果、前連結会計年度に比べ１億31百万円減少の31億８百万円となりました。

営業外損益は、保険解約返戻金が39百万円、補助金収入が23百万円減少したことなどにより、前連結会計年度

の72百万円の収益計上（純額）から71百万円減少の１百万円の収益計上（純額）となりました。

経常利益は、上記の結果、前連結会計年度に比べ２億３百万円減少の31億９百万円となりました。

特別損益は、補助金収入３億８百万円、固定資産圧縮損２億62百万円が無くなり、投資有価証券売却益が35百

万円、固定資産売却益が14百万円増加したことなどにより、前連結会計年度の32百万円の利益計上（純額）から

６百万円増加の39百万円の利益計上（純額）となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、上記の結果に加え、法人税等が64百万円減少し、前連結会計年度に比べ

１億32百万円減少の22億57百万円となりました。

当社グループの経営に影響を与える大きな要因としては、「３  事業等のリスク」に記載のとおりでありま

す。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要  ②キャッシ

ュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは、営業原価、販売費

及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。

運転資金は自己資金及び短期借入金、設備資金は自己資金及び長期借入金により調達する方針です。

なお、資金調達コストの低減に努める一方、金利変動リスクに晒されないよう、長期借入金については、固定

金利での借入を行っております。

また、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は83億３百万円、現金及び現

金同等物の残高は55億28百万円となっております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び見積りに用いた仮定のうち、重要な

ものについては、第５　経理の状況　１連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積

り）に記載のとおりであります。
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2026年３月期

（第61期 目標）

2026年３月期

（第61期 実績）

営業収益 52,200百万円 49,947百万円

営業利益 3,650百万円 3,108百万円

事業投資額（期間累計） 9,000百万円 7,860百万円

ＲＯＥ（自己資本利益率） 8％以上 9.4％

配当性向 30％以上 31.8％

2031年３月期

（第66期 目標）

営業収益 61,000百万円

営業利益 4,000百万円

事業投資額（期間累計） 33,000百万円

ＲＯＥ（自己資本利益率） 8％以上

配当性向 30％以上

④経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

イ　中期経営計画の達成度

中期経営計画（2023年４月～2026年３月）の最終年度である2026年３月期の達成・進捗状況は以下のとおりで

あります。

中期経営計画最終年度の第61期達成率は、営業収益95.7％、営業利益85.2％、事業投資額87.3％となり最終目

標を達成できませんでした。ＲＯＥ（自己資本利益率）は9.4％、配当性向は31.8％となり最終目標を達成しま

した。

ロ　新中期経営計画の策定

当社グループは、陸上輸送を中心とした物流ソリューションのトータル・プロバイダーとして、お客様をサポ

ートしてまいりましたが、さらに高度化する物流ニーズを踏まえ、2026年度を初年度として2030年度を最終年度

とする５か年の中期経営計画を策定しました。この５事業年度の間に330億円の事業投資を行い、新しい物流サ

ービスに挑戦し、事業領域を拡大してまいります。目標とする数値は次のとおりであります。

５【重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称
設備の内容

設備投資金額

（百万円）
完成年月

完成後の

増加能力

㈱藤友物流

サービス

本社

（浜松市中央区）
物流事業

倉庫建物

（浜松市中央区）
1,001 2026.1 2,692㎡

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額（有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含む）は2,874百万円でありま

す。その主要なものは、浜松市中央区の倉庫建設1,001百万円、新基幹システム構築721百万円、浜松市浜名区の太陽

光発電設備106百万円などであります。

前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について、当連結会計年度において完成したものは次のとお

りであります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容
土地面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地 リース資産 その他 合計

本社事業部

(静岡県袋井市)
物流事業

物流倉庫

車輌

141,000.08

(86,189.75)
6,150 232 5,549 － 71 12,003

529

(243)

西日本事業部

(浜松市中央区)
物流事業

物流倉庫

車輌

44,061.19

(41,150.08)
2,040 124 1,416 48 32 3,661

220

(84)

関東事業部

(東京都港区)
物流事業

物流倉庫

車輌

48,731.33

(24,843.88)
695 130 3,187 166 33 4,214

323

(61)

不動産営業所

(静岡県袋井市)
その他

不動産業用施設

太陽光発電設備

35,007.60

(5,456.78)
9 0 2,160 107 0 2,278

2

(1)

本社

(静岡県袋井市)

全社（共

通）
統括業務施設

20,213.49

(4,856.32)
495 10 270 － 28 803

48

(15)

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社
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2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内
容

土地面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び

運搬具
土地 リース資産 その他 合計

㈱藤友物流サ

ービス

本社

（浜松市

中央区）

物流事業
物流倉庫

車輌

6,521.68

(8,395.20)
1,066 75 214 3 5 1,364

105

(32)

遠州トラック

関西㈱

本社

（大阪府

摂津市）

物流事業
物流倉庫

車輌

16.80

(991.76)
6 5 0 － 3 14

62

(1)

小笠運送㈱

本社

（静岡県

菊川市）

物流事業
物流倉庫

車輌

11,064.67

(8,816.16)
122 101 145 3 4 377

89

(65)

2026年３月31日現在

会社名
セグメントの
名称

設備の内容
賃借及び

リース期間
年間賃借及びリース料

（百万円）

提出会社

（子会社含む）
物流事業

倉庫建物等

（賃借）
３年～20年 620

輸送用車輌等

（リース）
４年～５年 413

(2）国内子会社

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含めておりません。

２. 上記土地面積のうち、（  ）は、賃借しているもので外書しております。

３. 従業員数の（  ）は、臨時雇用者数を外書しております。

４．上記の他、主要な賃借及びリース設備は次のとおりであります。

３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気動向、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設

備計画は原則的には連結会社各社が個別に策定しておりますが、関係会社会議において提出会社を中心に調整を図っ

ております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,600,000

計 17,600,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年６月17日）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 7,546,000 7,546,000
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 7,546,000 7,546,000 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

1998年５月20日 686,000 7,546,000 － 1,284 － 1,070

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）  上記の増加は、1998年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数１株につき

1.1株の分割を行ったものであります。
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2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取

引業者
その他の法

人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 10 19 56 20 7 2,281 2,393 －

所有株式数（単元） － 5,891 755 47,797 1,364 29 19,046 74,882 57,800

所有株式数の割合

（％）
－ 7.87 1.01 63.83 1.82 0.04 25.43 100.00 －

（５）【所有者別状況】

（注）１．自己株式72,469株は「個人その他」に724単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。

２. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社住友倉庫 大阪市北区中之島３丁目２－１８号 4,527 60.58

澤田邦彦 浜松市浜名区 219 2.94

遠州トラック従業員持株会 静岡県袋井市木原２２番地の１ 178 2.39

株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲２丁目１０－１７ 169 2.27

有限会社スリーナイン 静岡県袋井市永楽町３２５番地 131 1.76

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 100 1.34

株式会社静岡銀行 静岡市葵区呉服町１丁目１０番地 87 1.17

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 85 1.14

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥ

ＣＵＲＩＴＩＥＳ

（常任代理人モルガン・スタン

レーMUFG証券株式会社）

２５　ＣＡＢＯＴ　ＳＱＵＡＲＥ，　Ｃ

ＡＮＡＲＹ　ＷＨＡＲＦ，　ＬＯＮＤＯ

Ｎ　Ｅ１４　４ＱＡ，　Ｕ．Ｋ．

（東京都千代田区大手町１丁目９－７）

64 0.87

静岡県信用農業協同組合連合会 静岡市駿河区曲金３丁目８－１ 60 0.80

計 － 5,624 75.26

（６）【大株主の状況】
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2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 72,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,415,800 74,158 －

単元未満株式 普通株式 57,800 － －

発行済株式総数 7,546,000 － －

総株主の議決権 － 74,158 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

2026年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合（％）

遠州トラック株式会社
静岡県袋井市木原

22番地の１
72,400 － 72,400 0.96

計 － 72,400 － 72,400 0.96

②【自己株式等】
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（譲渡制限付株式報酬としての自己

株式の処分）
2,890 2,052,651 － －

保有自己株式数 72,469 － 72,469 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

2025年11月6日
358 48

取締役会決議

2026年５月12日
358 48

取締役会決議

３【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を常に念頭に置き、業績の推移、経営環境、配当性向等を総合的に勘案しつつ、安

定した配当を継続することを基本方針としております。

上記方針に沿い、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、ま

た、機動的な配当政策が実施できるよう、会社法第459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役会の決議をもって剰余金の配当等の決定ができる旨を定款に定めております。

内部留保金につきましては、現在及び将来に亘る設備投資や経営基盤強化のために有効に活用すべく、その充実を

図っていく方針です。

このような方針に基づき、当中間期の株主配当金につきましては、１株当たり普通配当金を48円といたしました。

当期末の配当金につきましては、１株当たり普通配当金を48円にて取締役会決議をいたしております。これにより、

中間配当金48円を合わせた当期の年間配当金は96円となります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを、当社の経営を規律し、企業価値、ひいては株主共同の利益を向上させ

るための重要な経営課題と位置付けております。基本方針として、(１)株主の権利の尊重・平等性の確保、(２)

株主以外のステークホルダー（顧客、取引先、債権者、地域社会及び従業員等）との適切な協働、(３)適切な情

報開示及び株主との建設的な対話、(４)取締役会の役割・責務の適切な遂行、(５)業務遂行に対する実効性の高

い監督の実施を重視し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実に取り組んで参ります。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の事業規模・内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し、監査役制度を採用しております。提出

日（2026年６月17日）現在、当社の役員９名（取締役５名、監査役４名）のうち社外役員が４名（社外取締役２

名、社外監査役２名）を占め、このうち要件を充たす社外役員４名全員を独立役員に選任しております。社外役

員の各氏は多彩な経歴を有し、知見に富み、当社のコーポレート・ガバナンス体制を監視、監督するに相応しい

陣容であると認識しております。また、取締役の任期を１年とするとともに、執行役員制度を導入しておりま

す。経営の意思決定の迅速化と責任の明確化を図り、経営の透明性、健全性の向上に資するものと考え、以下の

体制を採用しております。

a.取締役会

当社の取締役会は現在５名の取締役（うち社外取締役２名）で構成され、毎月１回の定時取締役会のほか、

必要に応じ臨時取締役会を開催し、当社グループの経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株

主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、また、法令に定められた事

項及び重要な業務の執行状況等につき報告を受けております。

有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長である金原秀樹（議長）、澤田邦彦、久

保田健、斉藤薫（社外取締役）及び山本正幸（社外取締役）の計５名であります。

なお、当社は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」

を提案しており、当該議案が承認可決されると、定時株主総会以後の取締役会の構成員は、代表取締役社長で

ある金原秀樹（議長）、澤田邦彦、久保田健、斉藤薫（社外取締役）及び山本正幸（社外取締役）の計５名と

なる予定であります。

b.指名・報酬委員会

取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関与・助言を得るこ

とにより、指名及び報酬決定手続きの客観性・透明性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、指

名・報酬委員会を設置しております。

有価証券報告書提出日現在の本委員会の構成員は取締役社長である金原秀樹（委員長）、斉藤薫（社外取締

役）及び山本正幸（社外取締役）の計３名で構成されており、委員の過半数が社外取締役であります。取締役

会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役会に答申い

たしております。

なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会後に開催が予定されている取締役会において、指名・報酬委

員として上記３名を選任し、金原秀樹を委員長に選定する予定であります。

c.監査役（監査役会）

当社は監査役制度を採用し、有価証券報告書提出日現在の監査役会の構成員は監査役（常勤）である佐野明

人（議長）、本間誠司、小林充（社外監査役）及び嶋口ゆかり（社外監査役）の計４名で構成され、毎月１回

の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は監査役会で策定された監査

方針及び監査計画に基づき、業務や財務状況等の調査を通じて、取締役の職務執行状況を監査しております。

なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案し

ており、当該議案が承認可決されると、定時株主総会以後の監査役会の構成員は、監査役（常勤）である佐野

明人（議長）、荒川昌也、小林充（社外監査役）及び嶋口ゆかり（社外監査役）の計４名となる予定でありま

す。
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d.その他主要な委員会等

ⅰ) 経営会議

常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等で構成され、主要な経営課題の協議の場として、毎週開催して

おります。取締役会に付議、報告される案件は経営会議にて検証し、取締役会における審議内容の精緻化、経

営の意思決定の迅速化に活かしております。

ⅱ) 内部統制委員会

取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等で構成され、原則として四半期ご

と、また必要に応じ随時開催しております。同委員会は、内部統制システムの整備・運用に関する検証、課題

に対する対策の立案、内部統制に関するグループ全体の指導・統括を行っています。

ⅲ) コンプライアンス委員会

取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等で構成され、コンプライアンスに関

する基本方針の策定、企業行動指針の遵守状況の検証、リスク管理に関する統括、内部通報制度（ヘルプライ

ン）で提起された事案の対応などに当たります。

なお、内部通報制度の利用促進のため、受付窓口を社内（総務部長）及び社外（顧問弁護士）に設けており

ます。

ⅳ) 全社安全衛生委員会

取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、部長等で構成され、リスクウェイトの高い

交通事故や荷役作業中の事故防止を最重点に、全社の安全衛生全般について、情報の分析・共有、取組事項の

進捗確認、各種施策の検討を行うため、毎月開催しております。
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③  企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、金融商品取引法が定める「財務報

告に係る内部統制」の実現に向けた社内体制の整備に努めております。

具体的には、全社統制及び業務統制の強化のため、社内規程・手順書の整備と運用の徹底、業務プロセスに係

る自己点検制度の推進、事業所に対する巡回指導等に努めております。内部統制システムの整備・運用状況につ

いては前記のとおり内部統制委員会にて統括しております。

また、コンプライアンスの推進のため、コンプライアンス規程において、「企業行動指針」（10項目）及び

「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」（５項目）を定め、コンプライアンス重視の社内風土の

醸成を図っております。万一、法令違反等不適切な事実を発見した場合は、コンプライアンス委員会にて審議

し、これに類する日々の情報は内部通報制度（ヘルプライン）等を通じて伝達される体制を構築しております。

b.リスク管理体制の整備の状況

当社は、経営の意思決定のタイミングや巧拙に伴う全般的な事業運営リスクや機会損失リスク、与信リスク、

システムリスク、環境侵害リスク、訴訟リスク等、多岐にわたる諸リスクを的確に把握するための一助として、

リスク管理規程を定め、リスクアンケートに基づき、リスクの抽出、評価、分析、対策立案及び報告等を行う仕

組みを制度化しています。

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は関係子会社管理規程に基づき、子会社に対し、企業集団としての経営管理に当たっております。具体的

には、定期的に関係会社会議を主催し、子会社の業務執行状況等の報告を受けるとともに、必要な指示伝達を行

います。同会議は必要に応じて随時招集します。なお、子会社の月次の業務執行状況や重要な経営事項は当社取

締役会に付議、報告するよう規定しております。

④  責任限定契約の内容の概要

当社は、その期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との間で、

会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する

契約を締結できる旨を定款に定めております。これに基づき、当社は現在、上記に該当する一部の役員との間で

当該責任限定契約を締結しております。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま

す。

⑤  役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約者の範囲は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）

であり、保険料は事業規模に応じて各社が按分して負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者

が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ

る損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に更新しております。

⑥  取締役の定数

当社の取締役の定数は、10名以内とする旨を定款に定めております。

⑦  取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑧  剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等

の決定を取締役会の権限とし、機動的な株主還元策が実施できるようにするためであります。
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氏　名 開催回数 出席回数

澤田　邦彦 16回 16回

金原　秀樹 16回 16回

久保田　健 16回 16回

斉藤　　薫 16回 16回

山本　正幸 16回 16回

氏　名 開催回数 出席回数

金原　秀樹 ２回 ２回

斉藤　　薫 ２回 ２回

山本　正幸 ２回 ２回

⑨  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。

⑩  自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市

場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑪  取締役会、指名・報酬委員会の活動状況

a.取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ

ります。

当事業年度における重点審議事項

ⅰ）基幹システム再構築の進捗

基幹システムの再構築について、節目となるステップ毎に、仕様や進捗状況を審議いたしました。

ⅱ）倉庫の新設

浜松市中央区の新倉庫建設について審議いたしました。

ⅲ）中期経営計画の策定

2026年４月からの５年間の中期経営計画について、これまでの中期経営計画を総括するとともに今後の日

本経済情勢、国内貨物量、原油価格、持続可能な社会の実現に向けた要請の高まり、当社を取り巻く情勢な

どを確認し、経営目標を定めました。

ｂ.指名・報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名・報酬委員会を２回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のと

おりであります。

当事業年度における重点審議事項

ⅰ）取締役及び監査役候補者の選定について審議いたしました。

ⅱ）取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬の増額及び監査役（常勤監査役）に対する固定

報酬の増額について審議いたしました。

- 32 -



役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

(代表取締役)
澤田  邦彦 1957年６月４日生

1981年３月 当社入社

1986年５月 当社取締役

1991年５月 当社常務取締役

1993年10月 当社常務取締役営業本部長兼輸送

事業部長

1996年６月 当社代表取締役常務取締役営業本

部長

1996年10月 当社代表取締役常務取締役営業本

部長兼倉庫事業部長

1998年４月 当社代表取締役専務取締役営業本

部長

2001年６月 当社代表取締役社長

2002年４月 遠州トラック関西株式会社代表取

締役社長

2005年７月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン代表取締役会長

2007年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員

2009年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員営業本部長

2013年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員

2023年６月 当社代表取締役会長（現任）
　

(注)３ 219

取締役社長

（代表取締役）

社長執行役員

営業本部長

金原  秀樹 1960年12月27日生

1991年12月 当社入社

2004年６月 当社取締役横浜営業所長

2007年６月 当社執行役員関東事業部長

2010年６月 当社執行役員本社事業部長

2013年６月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン代表取締役社長

2013年６月 当社執行役員（中国事業担当）

2015年６月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼営業戦略室長

2016年３月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼西日本事業部長兼営業戦略

室長

2016年６月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼営業戦略室長

2017年10月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長

2023年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員営業本部長（現任）
　

(注)３ 23

取締役

常務執行役員

管理本部長

兼経営企画部長

久保田  健 1961年７月９日生

1985年４月 株式会社住友倉庫入社

2003年９月 青島住倉国際物流有限公司総経理

2011年７月 株式会社住友倉庫事業推進部次長

2011年11月 Rabigh Petrochemical Logistics

Deputy General Manager

2015年６月 当社常務執行役員管理本部長兼経

営企画部長

2017年10月 当社常務執行役員管理本部長兼経

営企画部長兼システム部長

2018年６月 当社取締役兼常務執行役員管理本

部長兼経営企画部長兼システム部

長

2020年６月 当社取締役兼常務執行役員管理本

部長兼経営企画部長（現任）
　

(注)３ －

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a．2026年６月17日（有価証券報告書提出日現在）の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名  女性1名  （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 斉藤  薫 1952年12月21日生

1976年４月 遠州鉄道株式会社入社

2005年６月 同社取締役

2013年６月 同社代表取締役社長

2020年６月 当社社外取締役（現任）

2021年12月 浜松商工会議所 会頭（現任）

2022年６月 遠州鉄道株式会社代表取締役会長

2024年６月 同社相談役（現任）
　

(注)３ 0

取締役 山本  正幸 1969年９月17日生

1992年４月 スズキ株式会社入社

1999年４月 弁護士登録（静岡県弁護士会）

まどか法律事務所入所

2003年４月 同法律事務所パートナー

2014年４月 静岡県弁護士会副会長

2014年６月 当社社外監査役

2019年７月 まどか法律事務所代表弁護士（現

任）

2022年６月 当社社外取締役（現任）

2026年４月 静岡県弁護士会会長（現任）
　

(注)３ －

常勤監査役 佐野  明人 1961年８月１日生

2009年８月 当社入社

2010年６月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン管理部長

2015年６月 同社取締役管理部長

2017年７月 当社内部監査室長

2020年６月 当社常勤監査役（現任）
　

(注)５ －

監査役 本間  誠司 1971年４月22日生

1994年４月 株式会社住友倉庫入社

2013年７月 同社海外事業部海外業務課長

2014年７月 同社経理部主計課長

2022年７月 同社経理部次長

2025年６月 当社監査役（現任）

2025年６月 同社関連事業部長（現任）
　

(注)４ －

監査役 小林　充 1958年10月５日生

1981年４月 株式会社静岡銀行入行

2002年10月 同行大井町支店長

2005年６月 同行藤枝駅支店長

2007年６月 同行コンプライアンス部長

2012年６月 同行理事監査部長

2016年６月 同行執行役員監査部長

2017年６月 同行取締役常務執行役員

2020年６月 同行常勤監査役

2024年６月 当社社外監査役（現任）
　

(注)５ －

監査役 嶋口　ゆかり 1977年10月６日生

2005年11月 有限責任あずさ監査法人名古屋事

務所入所

2011年３月 公認会計士登録

2023年３月 嶋口公認会計士事務所代表（現

任）

2023年４月 税理士法人Ｃｏｍｐａｔｈｙ入所

（現任）

2024年６月 当社社外監査役（現任）
　

(注)５ －

計 243

（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2025年６月19日開催の定時

株主総会にて新たに選任されたため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）

５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
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執行役員 小林  秀行 管理本部副本部長兼業務部長

執行役員 鈴木  隆幸 総務部長兼経営企画部付部長

執行役員 二橋    智 内部監査室長

執行役員 早川  貴久 システム部長

執行役員 川口  大介 ｅコマース事業部長

執行役員 横山  直彦 本社事業部長兼営業戦略室長

７．当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行

役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以

下の６名を加えた計８名であります。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

(代表取締役)
澤田  邦彦 1957年６月４日生

1981年３月 当社入社

1986年５月 当社取締役

1991年５月 当社常務取締役

1993年10月 当社常務取締役営業本部長兼輸送

事業部長

1996年６月 当社代表取締役常務取締役営業本

部長

1996年10月 当社代表取締役常務取締役営業本

部長兼倉庫事業部長

1998年４月 当社代表取締役専務取締役営業本

部長

2001年６月 当社代表取締役社長

2002年４月 遠州トラック関西株式会社代表取

締役社長

2005年７月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン代表取締役会長

2007年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員

2009年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員営業本部長

2013年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員

2023年６月 当社代表取締役会長（現任）
　

(注)３ 219

取締役社長

（代表取締役）

社長執行役員

営業本部長

金原  秀樹 1960年12月27日生

1991年12月 当社入社

2004年６月 当社取締役横浜営業所長

2007年６月 当社執行役員関東事業部長

2010年６月 当社執行役員本社事業部長

2013年６月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン代表取締役社長

2013年６月 当社執行役員（中国事業担当）

2015年６月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼営業戦略室長

2016年３月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼西日本事業部長兼営業戦略

室長

2016年６月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長兼営業戦略室長

2017年10月 当社取締役兼常務執行役員営業本

部長

2023年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役

員営業本部長（現任）
　

(注)３ 23

取締役

常務執行役員

管理本部長

兼経営企画部長

久保田  健 1961年７月９日生

1985年４月 株式会社住友倉庫入社

2003年９月 青島住倉国際物流有限公司総経理

2011年７月 株式会社住友倉庫事業推進部次長

2011年11月 Rabigh Petrochemical Logistics

Deputy General Manager

2015年６月 当社常務執行役員管理本部長兼経

営企画部長

2017年10月 当社常務執行役員管理本部長兼経

営企画部長兼システム部長

2018年６月 当社取締役兼常務執行役員管理本

部長兼経営企画部長兼システム部

長

2020年６月 当社取締役兼常務執行役員管理本

部長兼経営企画部長（現任）
　

(注)３ －

b．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」、「監査役１名

選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定で

す。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記

載しています。

男性8名  女性1名  （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 斉藤  薫 1952年12月21日生

1976年４月 遠州鉄道株式会社入社

2005年６月 同社取締役

2013年６月 同社代表取締役社長

2020年６月 当社社外取締役（現任）

2021年12月 浜松商工会議所 会頭（現任）

2022年６月 遠州鉄道株式会社代表取締役会長

2024年６月 同社相談役（現任）
　

(注)３ 0

取締役 山本  正幸 1969年９月17日生

1992年４月 スズキ株式会社入社

1999年４月 弁護士登録（静岡県弁護士会）

まどか法律事務所入所

2003年４月 同法律事務所パートナー

2014年４月 静岡県弁護士会副会長

2014年６月 当社社外監査役

2019年７月 まどか法律事務所代表弁護士（現

任）

2022年６月 当社社外取締役（現任）

2026年４月 静岡県弁護士会会長（現任）
　

(注)３ －

常勤監査役 佐野  明人 1961年８月１日生

2009年８月 当社入社

2010年６月 株式会社中国遠州コーポレーショ

ン管理部長

2015年６月 同社取締役管理部長

2017年７月 当社内部監査室長

2020年６月 当社常勤監査役（現任）
　

(注)５ －

監査役 荒川　昌也 1966年３月８日生

1990年４月 株式会社住友倉庫入社

2017年７月 同社横浜支店次長兼輸出営業課長

2020年６月 同社監査部長

2024年６月 同社経理部長（現任）

2026年６月 当社監査役（現任）
　

(注)４ －

監査役 小林　充 1958年10月５日生

1981年４月 株式会社静岡銀行入行

2002年10月 同行大井町支店長

2005年６月 同行藤枝駅支店長

2007年６月 同行コンプライアンス部長

2012年６月 同行理事監査部長

2016年６月 同行執行役員監査部長

2017年６月 同行取締役常務執行役員

2020年６月 同行常勤監査役

2024年６月 当社社外監査役（現任）
　

(注)５ －

監査役 嶋口　ゆかり 1977年10月６日生

2005年11月 有限責任あずさ監査法人名古屋事

務所入所

2011年３月 公認会計士登録

2023年３月 嶋口公認会計士事務所代表（現

任）

2023年４月 税理士法人Ｃｏｍｐａｔｈｙ入所

（現任）

2024年６月 当社社外監査役（現任）
　

(注)５ －

計 243

（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。

３．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2026年６月24日開催予定の

定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され

ると、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）

５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．監査役 荒川昌也氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2026年６月25日付で同社関連事業部長に就任

予定であります。

７．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
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常務執行役員 鈴木  隆幸 管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長

執行役員 小林  秀行 業務部長

執行役員 二橋    智 遠州トラック関西株式会社副社長（注）

執行役員 早川  貴久 システム部長

執行役員 川口  大介 ｅコマース事業部長

執行役員 横山  直彦 営業本部副本部長兼営業戦略室長

８．当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行

役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以

下の６名を加えた計８名であります。

（注）執行役員 二橋智氏の子会社副社長就任は2026年６月25日開催予定の子会社定時株主総会終了後

の取締役会で決定される予定です。

②　社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業の経営者として、豊富な経験と高い見識を有してい

ます。同氏の知見は、当社の企業価値向上に貢献すると見込まれ、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行

いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の相談役及び遠州開発株式会社の代表取締役に

就任していますが、当社との取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が

定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に

選任しております。

社外取締役 山本正幸氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有しており、当社の社外監

査役及び社外取締役としての在任期間を通じて、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていた

だいております。今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現

在当社の顧問弁護士を務めております。当社は、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを

行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、当社

は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判

断し、当社の独立役員に選任しております。

社外監査役 小林充氏は、銀行業務で培った幅広い知識と経験を有しており、独立した中立的な立場から的確

な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も当社の経営全般に対する有用な意見、提言が期

待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏は、当社の

主要な借入先である株式会社静岡銀行の常勤監査役に就任しておりましたが、2024年６月14日開催の同行の定時

株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任しております。以上のことから、当社は、同氏が証券取引所が定め

た独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社の独立役員に選任

しております。

社外監査役 嶋口ゆかり氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、独立した中立的な立場か

ら的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も当社の社外監査役としての職務を適切に

遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所

属しておりましたが、既に退所しており、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。以上のことか

ら、当社は、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持している

ものと判断し、当社の独立役員に選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、会社法が定める社外性要件及び当社が株式を上場する

金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることに加え、当該社外取締役及び社

外監査役が独立した客観的立場から当社の経営監督又は監査を行うために必要となる豊富な経験と専門的知識を

有している者を選任することとしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業

務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。

社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役ととも

に内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行ってお

ります。
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氏  名 開催回数 出席回数

佐野  明人 13回 13回

竹本  伸一 ３回 ３回

本間  誠司 10回 10回

小林  充 13回 13回

嶋口  ゆかり 13回 13回

（３）【監査の状況】

①  監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社で2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在、常勤監査役１名（社内監査役）、

非常勤監査役３名（社内監査役１名、社外監査役２名）の４名で構成されております。

監査役監査の手続き、役割分担については、監査役会で策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役

の佐野明人氏は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査と期末決算監査等を担っており、非

常勤監査役の、本間誠司、小林充、嶋口ゆかりの３氏は、取締役会等重要な会議への限定的な出席と分担してお

ります。

常勤監査役 佐野明人氏は、当社入社後は子会社において中国現地法人の経営を管理し、当社においては内部

監査室長に就任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役 本間誠司氏は、当社の親会社である株式会社住友倉庫において関係会社を監督する立場であることか

ら、当社業務の監査に関する適切な助言、提言が期待できるものと考えております。

社外監査役（２名）につきましては、「（２）役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりです。

なお、監査役 本間誠司氏は2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されます。これに

伴い2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案してお

り、当該議案が承認可決されると、荒川昌也氏が監査役として就任する予定です。

監査役候補者 荒川昌也氏は、株式会社住友倉庫において監査部門や経理部門に携わり、今後は関係会社を監

督する立場となることから、当社業務の監査に関する適切な助言、提言が期待でき、監査役としての職務を適切

に遂行していただけるものと考えております。

当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

ります。

（注）非常勤監査役 竹本伸一氏の監査役会出席状況は2025年６月19日退任以前に開催された監査役会を対象

とし、非常勤監査役 本間誠司氏の監査役会出席状況は、2025年６月19日就任以降に開催された監査役

会を対象としています。

監査役会における具体的な検討事項として、内部統制システムにおける各体制の有効性及び改善状況、コンプ

ライアンスやコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、会計監査人の監査の相当性、競合取引・利益相反

等について検討しております。

常勤監査役の活動として、取締役等へのヒアリング、現場往査（子会社を含む）、取締役会や各種重要会議に

参加し、助言・提言を行っております。また、重要な書類等の閲覧点検し、法令違反や著しく不当な事項がない

かなどについて監査しております。

②  内部監査の状況

内部監査室は2026年３月31日現在、２名で構成されております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ監査計画、監査実施結果等に関し、随時情報交換の場を持

ち、密接なコミュニケーションを図っています。また、内部監査室、監査役は各監査の実効を上げるため、会計

監査人が実施する事業所監査、子会社監査に適宜同行しております。

監査実施結果については取締役会並びに監査役及び監査役会に直接報告を行う仕組みはありませんが、年４回

開催される内部統制委員会にて社内取締役、常勤監査役等に報告しております。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 31 － 32 －

連結子会社 － － － －

計 31 － 32 －

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b.継続監査期間

19年間

c.業務を執行した公認会計士

溝    静太

弓削  亜紀

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者４名、その他21名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素を検討し選定しております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人

が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査体制について

必要に応じて説明を求め、会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めて

おります。

④  監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

（注）当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬１百万円を当社より支払って

おります。

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など適切性に

ついて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
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（４）【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は2021年６月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等（以下、

決定方針）の変更を決議しており、その概要は次のとおりであります。

なお、監査役の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬のみで構成し、各監査役の報酬等は監査役の協議によ

り決定する方針としております。

a.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系と

し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役（社外取締役を除く。）の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬からなる金銭報酬及び

株式報酬で構成し、社外取締役の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬のみで構成する。

b.各報酬等の算定方法等の決定に関する方針

取締役（社外取締役を除く。）に支給する報酬等のうち、月例の固定報酬である金銭報酬は、役位及び職責

等に応じ、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。

一方、社外取締役に支給する固定報酬である金銭報酬は、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定

する。

業績連動報酬である金銭報酬は、当社の掲げる運輸安全マネジメント目標の達成を条件に、当社グループの

業績向上のインセンティブとなるよう連結営業収益及び連結営業利益を業績指標として採用しており、当該指

標の目標値に対する達成度合いに応じて支給額が変動する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と

整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行

うものとする。全取締役に支給する金銭報酬に関する報酬等の総額は、固定報酬及び業績連動報酬を合せて、

月額15百万円以内とする。

非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、当社の企業価値の持続的

な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、役位及

び職責等に応じて定めた金額に相当する数の譲渡制限付株式を支給する。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、

割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間とし、割当て

を受けた取締役が譲渡制限期間中に法令、当社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約に重要な点で違反した

と取締役会が認めた場合等において、当社は割り当てた株式を無償で取得する。

譲渡制限付株式に関する報酬等の総額は、年額50百万円以内とする。

上記の取締役報酬等の支給時期及び個人別配分等については、原則として株主総会終了後に開催する取締役

会で決議し、金銭報酬は以降１年間毎月支給し、株式報酬は当該任期期間内に支給することとする。

c.各報酬等の支給割合の決定に関する方針

各報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬

水準を踏まえ、上位の役職位ほど業績報酬の割合が高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行う。

取締役会及び取締役会の委任を受けた取締役社長は指名・報酬委員会の答申の内容を尊重し、当該答申で示さ

れた種類別の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

各個人の報酬等の総額に対する支給割合は、役位及び職責等により異なるものの、概ね固定報酬が８割、業

績連動報酬が１割、株式報酬が１割とすることを目安にしている。

また、社外取締役の報酬等は、固定報酬である金銭報酬のみで構成されており、全額が固定報酬である。

d.各報酬等の決定手続きに関する事項

取締役の個人別報酬等の決定に際しては、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより報酬等の決定手

続の客観性や透明性を一層高めるため、取締役会のもとに任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める

指名・報酬委員会を設置している。

同委員会は、取締役の個人別報酬等に関する事項の取締役会における審議に先立ち、当該事項の原案につい

て審議を行い、その結果を取締役会に答申する。

これを踏まえ、金銭報酬については、支給額の最終的な決定を取締役社長に一任する旨、譲渡制限付株式に

ついては、取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる旨を取締役会においてそれぞれ決議し、金銭報

酬の支給額は取締役社長が最終決定することとする。
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役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）
固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
83 83 － － 2 3

監査役

（社外監査役を除く）
14 14 － － － 3

社外役員 21 21 － － － 4

e.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、1995年６月29日開催の第30回定時株主総会において月額15百万円以内と決議して

おります（ただし、使用人給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち、社外

取締役は０名）です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年６月22日開催の第56回定時株主総会において、

株式報酬の額を年額50百万円以内、株式数の上限を年30,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議してお

ります。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は３名です。

監査役の金銭報酬の額は、2020年６月19日開催の第55回定時株主総会で月額４百万円以内と決議しておりま

す。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。

f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社では、取締役の報酬等のうち金銭報酬については、取締役会の委任決議に基づき取締役社長金原秀樹が

取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び各取締役（社外取締役を除く。）の業績連動報酬の額の決定で

あり、当該権限を委任した理由は、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うのは取締役社長が最も

適していると判断したためであります。

取締役会は、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の諮問機関である指名・報酬委員

会に当該報酬の原案を諮問し、同委員会から答申を得ることとしております。なお、株式報酬については、指

名・報酬委員会の答申を得た後、取締役会で取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる株式数を決議

することとしております。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会は、報酬等の決定方法及び決定された報酬等

の内容が、決定方針又は同方針策定以前に定めた報酬等に関する方針と整合していることを確認しており、各

方針に沿うものであると判断しております。

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略し

ております。

２．当社は、2007年６月21日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金、役員賞与を廃止し

ております。

３．取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬２百万円であります。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 4 40

非上場株式以外の株式 8 227

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 2 53

（５）【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式

の価値の変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、

それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社は、政策保有株式の縮減に努める方針ですが、取引先等との事業上の関係維持・強化を図ることにより、

当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式等を取得・保有することがあ

ります。

保有する株式については、毎年、原則として４月開催の取締役会において、「政策保有株式（上場分）検証の

件」として保有目的が適切か保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に検証しており

ます。

検証の結果、保有の合理性が希薄化したと判断される銘柄については売却の検討を行い縮減に努める方針で

す。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の
株式の
保有の
有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

ユニ・チャーム㈱
81,000 81,000 主に倉庫業務の受託をしており、取引関係の維

持・拡大のために保有しております。
無

75 96

スズキ㈱
40,000 40,000 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。

無
75 72

㈱サンエー化研
59,000 59,000 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。

有
43 32

ホクト㈱
9,000 9,000 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。（注４）

無
17 16

ヤマハ発動機㈱
6,000 6,000 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。

無
6 7

東レ㈱
4,000 4,000 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。

無
4 4

大日精化工業㈱（注

２）

3,200 800 主に倉庫賃貸をしており、取引関係の維持・拡

大のために保有しております。
無

3 2

三井化学㈱（注３）
1,044 522 主に運送業務、倉庫業務の受託をしており、取

引関係の維持・拡大のために保有しておりま

す。

無
1 1

日東工業㈱
－ 10,000

当事業年度において売却いたしました。 無
－ 31

ＴＯＰＰＡＮホール

ディングス㈱

－ 2,500
当事業年度において売却いたしました。 無

－ 10

c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

（注）１．上記②a．に記載している保有の合理性を検証する方法に基づき、保有効果の確認を行っております。な

お、定量的な保有効果については当該株式の発行者との取引上の関係性を考慮し記載しておりません。

２．大日精化工業㈱は、2026年３月31日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っており、当事業

年度の株式数は分割後の株式数を記載しております。

３．三井化学㈱は、2025年12月31日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当事業年度

の株式数は分割後の株式数を記載しております。

４．当該会社は当社連結子会社の得意先であります。

③  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

- 44 -



５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

①企業戦略と関連付けた人材戦略

当社は、事業の価値を創出する最大の源泉は「人（従業員）」であると捉え、人的資本への投資を経営の重要

課題と認識しております。従業員が、仕事に対する誇りと働きがいを持ち、いきいきと安全・安心に働ける環境

を構築することが、お客様へ最適な価値を提供し、当社の持続的な成長を実現するための基盤となります。 現

在、時間外労働の上限規制の適用に伴う構造的な変化や、慢性的な労働力不足が大きな課題となっています。こ

のような経営環境に対応し、持続的な成長を確かなものとするため、当社は「中期経営計画（2026-2030）」に

おいて5つの企業戦略を掲げており、これらを達成するための根幹として人材戦略を位置付けています。

イ．健康経営の推進とエンゲージメントの向上

持続的な成長の最重要基盤を従業員の安全確保と心身の健康維持とし、「健康経営」を推進しております。

あわせて、従業員が誇りとやりがいを持てる労働環境の構築に向け、性別や年齢等にかかわらず多様な人材が

長く活躍できる柔軟な働き方の導入や年間休日数の増加など、人的資本投資を継続しております。心身ともに

健康でいきいきと働ける環境づくりを通じて、従業員エンゲージメントを高め、組織の活性化と生産性の向上

を図り、中長期的な企業価値の最大化を目指します。

ロ．事業拡大に向けた人材基盤の強化とプロフェッショナル育成

事業領域の拡大に向け、当社の強みである「自社輸送・自社作業体制」を支える多様な人材の確保・定着を

図ります。戦略商品である中継輸送サービス「e-change」の推進により乗務員の日帰り運行環境を構築して長

時間労働を是正するとともに、最優先課題である「安全」教育を徹底し、高品質かつ柔軟にお客様のニーズに

応えるプロフェッショナル人材を育成します。

ハ．DX推進に向けた人材育成と自律的な組織風土の醸成

先端技術を活用したDX推進や物流イノベーションの実現に向け、業務効率化や省人化を牽引する人材の育成

に向けた取り組みを開始しております。専門スキル教育によるITリテラシーの向上を図るとともに、一人ひと

りが自律的に課題に挑戦できる組織風土を醸成し、DX推進を通じてお客様に最適で品質の高い物流サービスの

提供を目指します。

②従業員給与等の決定方針

イ．基本方針（外部整合性と内部公平性の確保）

市場水準や物価動向、地域性を踏まえた適正な水準を確保（外部整合性）するとともに、職務・スキル・成

果に応じた公正な処遇（内部公平性）を行います。また、当社の最重要課題である「安全・品質・コンプライ

アンス」を重視する価値観を処遇に反映しています。

ロ．基本給および諸手当の決定

等級・職責・スキルに応じた賃金テーブルを運用し、物流事業者として現業や乗務等の安全リスク、就労実

態を踏まえた諸手当を適切に設計しています。給与の年次改定は、労働市場の動向、事業業績などを総合的に

勘案して実施しています。

ハ．賞与の決定（業績と非財務指標の反映）

賞与等の変動給は、会社業績や部門・個人の成果に加え、安全・品質・顧客満足といった非財務指標の達成

度を反映させ、中長期の企業価値向上への貢献を適切に評価します。
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2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

物流事業 1,328 (486)

その他 2 (1)

全社（共通） 48 (15)

合計 1,378 (502)

2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）
平均年間給与の

対前事業年度増減率
（％）

1,122 （404） 44歳4ヶ月 9年0ヶ月 5,550,124 3.4

セグメントの名称 従業員数（人）

物流事業 1,072 (388)

その他 2 (1)

全社（共通） 48 (15)

合計 1,122 (404)

（２）【従業員の状況】

①連結会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、季節工を含む。）は、（  ）内に年間の平均人数

を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

②提出会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、季節工を含む。）は、（  ）内に年間の平均人数を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

③労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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当事業年度

管理的地位にある労働
者に占める女性労働者
の割合（％）

（注）１．

男性労働者の育児休業
取得率（％）

（注）２．

労働者の男女の賃金の額の差異（％）
（注）１．

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

2.7 127.0 66.2 77.2 69.8

④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額

の差異

ア　提出会社

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したも

のであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

す。

イ　連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務

の対象ではないため、記載を省略しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に基

づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び第61期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について有限責任 あ

ずさ監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため、公益財団法人財務会計基準機構への加入や監査法人等の行う研修

への参加により、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備

しております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,400 5,528

受取手形及び営業未収入金 ※２ 5,162 －

営業未収入金 － ※２ 5,040

電子記録債権 197 201

販売用不動産 19 26

仕掛販売用不動産 15 0

貯蔵品 23 26

その他 306 436

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,126 11,259

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,284 22,805

減価償却累計額 △11,327 △12,120

建物及び構築物（純額） ※１ 9,956 ※１ 10,685

機械装置及び運搬具 2,217 2,503

減価償却累計額 △1,838 △1,823

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 378 ※１ 680

土地 ※１ 12,899 ※１ 12,943

リース資産 543 625

減価償却累計額 △244 △296

リース資産（純額） 298 328

建設仮勘定 233 23

その他 854 884

減価償却累計額 △648 △703

その他（純額） 206 180

有形固定資産合計 23,972 24,841

無形固定資産 1,054 1,769

投資その他の資産

投資有価証券 357 322

繰延税金資産 373 386

その他 1,194 1,184

投資その他の資産合計 1,925 1,894

固定資産合計 26,951 28,504

資産合計 40,078 39,764

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 3,273 3,199

電子記録債務 421 432

短期借入金 2,392 1,233

未払法人税等 707 467

賞与引当金 298 305

設備関係電子記録債務 158 60

その他 1,531 1,351

流動負債合計 8,782 7,049

固定負債

長期借入金 6,992 6,822

リース債務 159 192

退職給付に係る負債 683 705

資産除去債務 91 99

その他 163 172

固定負債合計 8,091 7,991

負債合計 16,873 15,041

純資産の部

株主資本

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,104 1,110

利益剰余金 20,728 22,261

自己株式 △53 △51

株主資本合計 23,063 24,605

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 136 121

退職給付に係る調整累計額 4 △4

その他の包括利益累計額合計 140 117

純資産合計 23,204 24,722

負債純資産合計 40,078 39,764
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業収益 ※１ 48,631 ※１ 49,947

営業原価 44,165 45,554

営業総利益 4,466 4,392

販売費及び一般管理費 ※２ 1,226 ※２ 1,284

営業利益 3,239 3,108

営業外収益

受取利息 1 4

受取配当金 9 10

補助金収入 45 22

受取保険金 19 11

保険解約返戻金 39 －

保険配当金 13 9

その他 29 25

営業外収益合計 158 83

営業外費用

支払利息 72 72

その他 12 9

営業外費用合計 85 81

経常利益 3,312 3,109

特別利益

固定資産売却益 ※４ 6 ※４ 21

投資有価証券売却益 － 35

補助金収入 ※３ 308 －

特別利益合計 315 56

特別損失

固定資産売却損 － ※５ 1

固定資産除却損 ※６ 19 ※６ 15

固定資産圧縮損 ※７ 262 －

減損損失 ※８ 0 －

特別損失合計 282 17

税金等調整前当期純利益 3,345 3,149

法人税、住民税及び事業税 967 896

法人税等調整額 △11 △5

法人税等合計 955 891

当期純利益 2,390 2,257

親会社株主に帰属する当期純利益 2,390 2,257

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

当期純利益 2,390 2,257

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △29 △14

退職給付に係る調整額 2 △9

その他の包括利益合計 ※ △26 ※ △23

包括利益 2,363 2,234

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,363 2,234

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,284 1,098 19,040 △55 21,368

当期変動額

剰余金の配当 △702 △702

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,390 2,390

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 2 2

自己株式処分差益 5 5

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － 5 1,687 1 1,695

当期末残高 1,284 1,104 20,728 △53 23,063

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 165 1 167 21,536

当期変動額

剰余金の配当 △702

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,390

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 2

自己株式処分差益 5

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△29 2 △26 △26

当期変動額合計 △29 2 △26 1,668

当期末残高 136 4 140 23,204

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,284 1,104 20,728 △53 23,063

当期変動額

剰余金の配当 △724 △724

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,257 2,257

自己株式の処分 2 2

自己株式処分差益 6 6

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － 6 1,533 2 1,541

当期末残高 1,284 1,110 22,261 △51 24,605

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 136 4 140 23,204

当期変動額

剰余金の配当 △724

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,257

自己株式の処分 2

自己株式処分差益 6

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△14 △9 △23 △23

当期変動額合計 △14 △9 △23 1,518

当期末残高 121 △4 117 24,722

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,345 3,149

減価償却費 1,191 1,263

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28 8

受取利息及び受取配当金 △10 △14

支払利息 72 72

固定資産圧縮損 262 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △35

有形固定資産除却損 17 14

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △19

補助金収入 △308 －

売上債権の増減額（△は増加） 103 119

棚卸資産の増減額（△は増加） △19 5

未収消費税等の増減額（△は増加） 174 △98

仕入債務の増減額（△は減少） △126 △62

未払消費税等の増減額（△は減少） 736 △508

その他 △97 37

小計 5,361 3,930

利息及び配当金の受取額 10 14

利息の支払額 △72 △72

法人税等の支払額 △474 △1,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,825 2,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △807 △1,898

有形固定資産の売却による収入 7 30

無形固定資産の取得による支出 △479 △694

投資有価証券の売却による収入 － 54

保険積立金の解約による収入 214 －

補助金の受取額 308 －

その他 27 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △729 △2,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △895 －

長期借入れによる収入 400 1,110

長期借入金の返済による支出 △1,215 △2,438

配当金の支払額 △702 △724

その他 △39 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,452 △2,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,643 △1,872

現金及び現金同等物の期首残高 5,756 7,400

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 7,400 ※ 5,528

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  3社

主要な連結子会社の名称

株式会社藤友物流サービス

遠州トラック関西株式会社

小笠運送株式会社

(2) 主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ  有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

ロ  棚卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ  有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法、

その他の有形固定資産は定率法によっております。

ロ  無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能

期間（５年以内）に基づく定額法によっております。

ハ  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ  貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ  賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

イ  退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

ロ  数理計算上の差異の費用処理方法

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ  小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

また、当社の取締役非兼務の執行役員部分については、内規に基づく期末要支給額により計上しており

ます。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社は、主たる事業として、輸送・倉庫を中心とした物流事業を展開しております。物流

事業の主な役務の提供による収益は、貨物のトラック輸送、倉庫での保管・荷役などにより計上されるもの

です。

これらの取引のうち、輸送部門においては貨物の輸送の進捗とともに履行義務を充足すると判断し、履行

義務の充足に伴って収益を認識しております。また、倉庫部門の保管業務においては契約期間にわたり均等

に履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたり均等に収益を認識しております。荷役業務においては

作業が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

退職給付に係る負債 683 705

（重要な会計上の見積り）

退職給付に係る負債

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

退職給付に係る負債の算定において、確定給付制度における退職給付債務の測定に使用する割引率は従業員

の平均残存勤務期間と同期間の国債の利回りを用いて算定しており、期末日におけるこの変動に伴う退職給付

債務への影響に重要性があると判断した場合に見直すこととしております。割引率を見直した場合、翌連結会

計年度の連結貸借対照表において、退職給付に係る負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、当連結会計年度末の退職給付債務の測定に使用した割引率は0.7％（前連結会計年度0.7％）、退職給

付債務の金額は705百万円（前連結会計年度683百万円）であります。
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（未適用の会計基準等）

・ 「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・ 「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準

委員会）　等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、

IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性

が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリ

ース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資

産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

建物及び構築物 394百万円 394百万円

機械装置及び運搬具 58 56

土地 18 18

計 471 469

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

受取手形 26百万円 －百万円

営業未収入金 5,096 5,005

（連結貸借対照表関係）

※１  圧縮記帳額

補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

※２  受取手形及び営業未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりでありま

す。

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

　　至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

　　至  2026年３月31日）

給料手当及び福利費 677百万円 707百万円

賞与引当金繰入額 28 28

退職給付費用 9 9

租税公課 116 120

貸倒引当金繰入額 0 △0

（連結損益計算書関係）

※１  顧客との契約から生じる収益

営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しております。

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

機械装置及び運搬具 6百万円 21百万円

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

機械装置及び運搬具 －百万円 1百万円

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

建物及び構築物 16百万円 14百万円

機械装置及び運搬具 0 0

その他 2 0

計 19 15

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

建物及び構築物 253百万円 －百万円

機械装置及び運搬具 5 －

土地 2 －

計 262 －

場所 用途 種類

静岡県袋井市 遊休資産 土地

※３  補助金収入

前連結会計年度（自  2024年４月１日    至  2025年３月31日）

2023年10月に完成した袋井市の倉庫建設に伴う静岡県新規産業立地事業費補助金、袋井市産業立地事業費補助

金によるものであります。

当連結会計年度（自  2025年４月１日    至  2026年３月31日）

　該当事項はありません。

※４  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

　　※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

※６  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

※７  固定資産圧縮損の内訳は次のとおりであります。

※８  減損損失

　　　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

前連結会計年度（自  2024年４月１日    至  2025年３月31日）

当社グループは、物流事業においては地域別に、また、不動産事業及び遊休資産については個別物件ごとにグ

ルーピングを行っております。

地価の下落した遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（０百万円）を特別損失

に計上しました。その内訳は全額土地であります。

なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、その評価額は不動産鑑定評価額に基づき

算定しております。

当連結会計年度（自  2025年４月１日    至  2026年３月31日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 △40百万円 18百万円

組替調整額 － △35

法人税等及び税効果調整前 △40 △17

法人税等及び税効果額 10 3

その他有価証券評価差額金 △29 △14

退職給付に係る調整額：

当期発生額 3 △10

組替調整額 0 △2

法人税等及び税効果調整前 3 △13

法人税等及び税効果額 △1 4

退職給付に係る調整額 2 △9

その他の包括利益合計 △26 △23

（連結包括利益計算書関係）

※  その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
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当連結会計年度
期首株式数

（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数

（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 7,546,000 － － 7,546,000

合計 7,546,000 － － 7,546,000

自己株式

普通株式  （注）１．２． 78,147 146 2,934 75,359

合計 78,147 146 2,934 75,359

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年５月10日

取締役会
普通株式 350 47.00 2024年３月31日 2024年５月31日

2024年11月７日

取締役会
普通株式 351 47.00 2024年９月30日 2024年12月９日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月９日

取締役会
普通株式 366 利益剰余金 49.00 2025年３月31日 2025年５月30日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加146株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少2,934株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるもの

であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度
期首株式数

（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数

（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 7,546,000 － － 7,546,000

合計 7,546,000 － － 7,546,000

自己株式

普通株式  （注） 75,359 － 2,890 72,469

合計 75,359 － 2,890 72,469

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月９日

取締役会
普通株式 366 49.00 2025年３月31日 2025年５月30日

2025年11月６日

取締役会
普通株式 358 48.00 2025年９月30日 2025年12月８日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年５月12日

取締役会
普通株式 358 利益剰余金 48.00 2026年３月31日 2026年６月２日

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の減少2,890株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであ

　　　　ります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

「現金及び現金同等物」の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しており

ます。
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前連結会計年度（2025年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 1,652 1,427 224

機械装置及び運搬具 113 98 15

その他有形固定資産 12 10 1

合計 1,778 1,536 241

当連結会計年度（2026年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 1,652 1,510 142

機械装置及び運搬具 113 103 9

その他有形固定資産 12 11 1

合計 1,778 1,625 153

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

未経過リース料期末残高相当額

１年内 125 132

１年超 234 102

合計 360 234

前連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

支払リース料 144 144

減価償却費相当額 88 88

支払利息相当額 25 18

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い一部について

支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

（単位：百万円）

（注）  未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

い一部について支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

（単位：百万円）

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

一部のリース物件について、リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年内 868 864

１年超 2,926 2,952

合計 3,795 3,817

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年内 116 166

１年超 142 161

合計 258 328

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（借手側）

（単位：百万円）

（貸手側）

（単位：百万円）
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による

方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である営業未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し

ては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、低減を図っております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、

上場株式については毎月時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。

借入金の使途は運転資金（短期）と設備投資資金（長期）で、長期借入金については、主に固定金利での借

入を行い、金利変動リスクの低減を図っております。

また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法

により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

(4) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち15.7％が特定の大口顧客に対するものでありま

す。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券(*2) 317 317 －

資産計 317 317 －

長期借入金 6,992 6,662 △329

負債計 6,992 6,662 △329

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 40

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券(*2) 282 282 －

資産計 282 282 －

長期借入金 6,822 6,321 △500

負債計 6,822 6,321 △500

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 40

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年３月31日）

(*1）現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する「現金及び預金」、「受取手形及び営業未収入

金」、「電子記録債権」、「支払手形及び営業未払金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「設備関係電

子記録債務」については記載を省略しております。

(*2）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。

当連結会計年度（2026年３月31日）

(*1）現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する「現金及び預金」、「営業未収入金」、「電子

記録債権」、「支払手形及び営業未払金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「設備関係電子記録債務」

については記載を省略しております。

(*2）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。
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１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 7,400 － － －

受取手形及び営業未収入金 5,162 － － －

電子記録債権 197 － － －

合計 12,761 － － －

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 5,528 － － －

営業未収入金 5,040 － － －

電子記録債権 201 － － －

合計 10,769 － － －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 － － － － － －

長期借入金 2,392 1,067 917 755 533 3,718

合計 2,392 1,067 917 755 533 3,718

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 － － － － － －

長期借入金 1,233 1,083 921 699 594 3,524

合計 1,233 1,083 921 699 594 3,524

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

（注）２．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他の有価証券

株式 317 － － 317

資産計 317 － － 317

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他の有価証券

株式 282 － － 282

資産計 282 － － 282

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 6,662 － 6,662

負債計 － 6,662 － 6,662

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 6,321 － 6,321

負債計 － 6,321 － 6,321

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）
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（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。
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種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 317 122 194

(2）債券

①  国債・地方債

等
－ － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 317 122 194

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 － － －

(2）債券

①  国債・地方債

等
－ － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 317 122 194

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 282 104 177

(2）債券

①  国債・地方債

等
－ － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 282 104 177

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 － － －

(2）債券

①  国債・地方債

等
－ － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 282 104 177

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）
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種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

（1）株式 54 35 －

（2）債券

　①　国債・地方債等 － － －

　②　社債 － － －

　③　その他 － － －

（3）その他 － － －

合計 54 35 －

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）
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前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

退職給付債務の期首残高 516百万円 528百万円

勤務費用 56 60

利息費用 3 3

数理計算上の差異の発生額 △3 10

退職給付の支払額 △44 △45

転籍に伴う増減額 － 3

退職給付債務の期末残高 528 562

前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 142百万円 154百万円

退職給付費用 34 34

退職給付の支払額 △22 △43

転籍に伴う増減額 － △3

退職給付に係る負債の期末残高 154 143

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 －百万円 －百万円

年金資産 － －

－ －

非積立型制度の退職給付債務 683 705

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 683 705

退職給付に係る負債 683 705

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 683 705

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、確定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠

出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

また、当社において執行役員制度を導入しており、取締役非兼務の執行役員部分については内規に基づく期末

要支給額により計上しております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

係る資産の調整表
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前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

勤務費用 56百万円 60百万円

利息費用 3 3

数理計算上の差異の費用処理額 0 △2

簡便法で計算した退職給付費用 34 34

確定給付制度に係る退職給付費用 94 96

前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

数理計算上の差異 △3百万円 13百万円

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

未認識数理計算上の差異 △6百万円 6百万円

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

割引率 0.7％ 0.7％

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりでありま

す。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

３．確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度48百万円、当連結会計年度51百万円であります。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

退職給付に係る負債 214百万円 221百万円

賞与引当金 91 96

減損損失 373 371

減価償却超過額 20 18

資産除去債務 28 30

会員権評価損 5 5

未払事業税 47 39

投資有価証券評価損 2 2

貸倒引当金 0 0

その他 45 54

繰延税金資産小計 829 839

評価性引当額 △371 △371

繰延税金資産合計 457 468

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △24 △25

その他有価証券評価差額金 △58 △54

その他 △1 △1

繰延税金負債合計 △83 △81

繰延税金資産の純額 373 386

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 29.8％ 29.8％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.0 △1.1

法人住民税均等割 1.0 1.0

受取配当金の消去に伴う影響額 － 1.1

税額控除 △3.1 △3.5

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.2 －

その他 0.7 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.6 28.3

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳
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前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

期首残高 90百万円 91百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 6

時の経過による調整額 1 1

期末残高 91 99

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ．当該資産除去債務の概要

倉庫用土地の定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約期間に応じて個別に見積り、国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

当社グループは、不動産賃借契約に基づき、契約終了時における原状回復に係る債務を有しておりますが、

当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないものについて

は、債務の履行時期を予測することが難しく、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務

に見合う資産除去債務を計上しておりません。

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 6,550 6,518

期中増減額 △32 35

期末残高 6,518 6,553

期末時価 5,734 6,294

（賃貸等不動産関係）

当社では、静岡県その他の地域において、賃貸倉庫等（土地を含む。）を有しております。

前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は375百万円（賃貸収益は営業収益に、主な賃

貸費用は営業費用に計上）であります。

当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は405百万円（賃貸収益は営業収益に、主な賃

貸費用は営業費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は自社使用からの用途変更（35百万円）及び賃貸用倉庫の改

修（46百万円）であり、主な減少額は減価償却費（113百万円）であります。

当連結会計年度の主な増加額は自社使用からの用途変更（73百万円）及び賃貸用倉庫の改修（78百万円）であ

り、主な減少額は減価償却費（117百万円）であります。

３．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額、その他の物件に

ついては一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額及び一部の建物等の

償却性資産については、適正な帳簿価額によっております。
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（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注１）
合計

物流事業

運送収入 36,001 － 36,001

倉庫収入 11,165 － 11,165

その他 － 55 55

顧客との契約から生じる収益 47,166 55 47,221

その他の収益（注２） 1,318 91 1,410

外部顧客への営業収益 48,484 146 48,631

（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注１）
合計

物流事業

運送収入 36,749 － 36,749

倉庫収入 11,686 － 11,686

その他 － 78 78

顧客との契約から生じる収益 48,435 78 48,514

その他の収益（注２） 1,340 91 1,432

外部顧客への営業収益 49,776 170 49,947

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは輸送・倉庫を中心とした「物流事業」のほか「不動産事業等」を展開しサービスを提供してお

ります。顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んで

おります。

２．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれております。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んで

おります。

２．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表「注記事項」（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項）４．会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから６ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりませ

ん。
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 5,403 5,314

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 5,314 5,199

契約資産(期首残高) － －

契約資産(期末残高) － －

契約負債(期首残高) － －

契約負債(期末残高) － －

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末現在、当初の予想期間が１年を超える重要な取引はないため、実務上の便法を適用し、記

載を省略しております。
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（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務諸表

計上額

（注３）物流事業

営業収益

外部顧客への営業収益 48,484 146 48,631 － 48,631

セグメント間の内部営

業収益又は振替高
－ － － － －

計 48,484 146 48,631 － 48,631

セグメント利益 4,200 75 4,275 △1,035 3,239

セグメント資産 30,741 2,317 33,058 7,019 40,078

その他の項目

減価償却費 1,112 14 1,126 64 1,191

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
1,086 3 1,089 24 1,114

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社では、輸送・倉庫を中心とした「物流事業」のほか「不動産事業等」を展開しサービスを提供しておりま

す。また、実際のサービスは、各営業所・子会社を通じて提供しておりますが、同一のサービスを提供する営業

所・子会社の経済的特徴は概ね類似しております。したがって、当社は各営業所・子会社を集約して、「物流事

業」を報告セグメントとしております。

「物流事業」は、一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業及び倉庫事業を行っております。

２．報告セグメントごとの営業収益、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの営業収益、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んで

おります。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△1,035百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△1,035百万円が含まれております。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

(2) セグメント資産の調整額7,019百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含ま

れております。なお、全社資産は、主に提出会社における現金、投資有価証券及び管理部門に係る

資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額64百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の償却費等で

あります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額24百万円は、主に各報告セグメントに配分して

いない全社資産への設備投資額であります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（単位：百万円）

報告セグメント その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

連結財務諸表

計上額

（注３）物流事業

営業収益

外部顧客への営業収益 49,776 170 49,947 － 49,947

セグメント間の内部営

業収益又は振替高
－ － － － －

計 49,776 170 49,947 － 49,947

セグメント利益 4,111 83 4,195 △1,087 3,108

セグメント資産 30,665 2,310 32,975 6,788 39,764

その他の項目

減価償却費 1,192 14 1,206 57 1,263

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
2,847 15 2,862 11 2,874

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んで

おります。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△1,087百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△1,087百万円が含まれております。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

(2) セグメント資産の調整額6,788百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含ま

れております。なお、全社資産は、主に提出会社における現金、投資有価証券及び管理部門に係る

資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額57百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の償却費等で

あります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額11百万円は、主に各報告セグメントに配分して

いない全社資産への設備投資額であります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

アマゾンジャパン合同会社 13,297 物流事業

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

アマゾンジャパン合同会社 11,831 物流事業

（単位：百万円）

物流事業 その他 全社・消去 合計

減損損失 － － 0 0

【関連情報】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 ㈱住友倉庫
大阪市
北区

14,922 倉庫業
(被所有)

直接 61.0
倉庫の賃借

支払リース料
(注)

165
その他流動
資産

15

未経過リース
料期末残高相
当額

359 － －

支払利息相当
額

26 － －

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 ㈱住友倉庫
大阪市
北区

14,922 倉庫業
(被所有)

直接 61.1
倉庫の賃借

支払リース料
(注)

165
その他流動
資産

15

未経過リース
料期末残高相
当額

234 － －

支払利息相当
額

19 － －

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

（注）他社より入手した見積りと比較の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

株式会社住友倉庫（東京証券取引所に上場）

- 82 -



前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

１株当たり純資産額 3,106.12円 3,308.05円

１株当たり当期純利益 319.96円 302.14円

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
2,390 2,257

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
2,390 2,257

期中平均株式数（株） 7,469,824 7,472,676

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,392 1,233 0.89 －

１年以内に返済予定のリース債務 43 55 3.02 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 6,992 6,822 0.89 2027年～2033年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 159 192 3.02 2027年～2036年

合計 9,587 8,303 － －

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 1,083 921 699 594

リース債務 49 25 26 23

【借入金等明細表】

（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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中間連結会計期間 当連結会計年度

営業収益（百万円） 24,722 49,947

税金等調整前中間（当期）純

利益（百万円）
1,438 3,149

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益（百万円）
972 2,257

１株当たり中間（当期）純

利益（円）
130.19 302.14

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,998 3,581

受取手形 26 －

電子記録債権 171 201

営業未収入金 ※１ 4,605 ※１ 4,505

販売用不動産 19 26

仕掛販売用不動産 15 0

貯蔵品 19 22

前払費用 ※１ 222 ※１ 234

その他 ※１ 74 ※１ 87

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,154 8,659

固定資産

有形固定資産

建物 ※２ 8,624 ※２ 8,468

構築物 ※２ 1,057 ※２ 1,021

機械及び装置 ※２ 216 ※２ 397

車両運搬具 ※２ 101 ※２ 100

工具、器具及び備品 193 166

土地 ※２ 12,538 ※２ 12,583

リース資産 291 322

建設仮勘定 232 20

有形固定資産合計 23,257 23,080

無形固定資産

借地権 114 114

電話加入権 23 23

ソフトウエア 521 468

ソフトウエア仮勘定 367 1,109

無形固定資産合計 1,026 1,715

投資その他の資産

投資有価証券 315 267

関係会社株式 662 662

出資金 4 4

繰延税金資産 296 308

敷金及び保証金 ※１ 1,051 ※１ 1,040

保険積立金 74 77

その他 34 41

投資その他の資産合計 2,439 2,403

固定資産合計 26,722 27,200

資産合計 36,877 35,860

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 5 9

電子記録債務 421 432

営業未払金 ※１ 2,952 ※１ 2,891

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 2,590 1,233

リース債務 36 51

未払金 79 329

未払費用 399 405

未払法人税等 579 378

未払消費税等 722 244

預り金 39 42

賞与引当金 226 235

設備関係電子記録債務 158 60

その他 ※１ 90 ※１ 130

流動負債合計 8,301 6,445

固定負債

長期借入金 ※１ 7,862 ※１ 7,372

リース債務 155 188

長期未払金 33 33

退職給付引当金 563 577

長期預り保証金 127 129

資産除去債務 91 99

固定負債合計 8,833 8,400

負債合計 17,134 14,846

純資産の部

株主資本

資本金 1,284 1,284

資本剰余金

資本準備金 1,070 1,070

その他資本剰余金 33 40

資本剰余金合計 1,104 1,110

利益剰余金

利益準備金 90 90

その他利益剰余金

別途積立金 6,298 6,298

繰越利益剰余金 10,893 12,176

利益剰余金合計 17,282 18,566

自己株式 △53 △51

株主資本合計 19,618 20,910

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 124 103

評価・換算差額等合計 124 103

純資産合計 19,742 21,014

負債純資産合計 36,877 35,860
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業収益

運送収入 31,825 32,433

倉庫収入 11,620 12,175

不動産収入 159 182

その他 34 34

営業収益合計 ※１ 43,639 ※１ 44,825

営業原価 ※１ 39,922 ※１ 41,155

営業総利益 3,716 3,670

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,035 ※１,※２ 1,087

営業利益 2,680 2,582

営業外収益

受取利息及び受取配当金 7 123

補助金収入 43 16

受取保険金 19 11

保険解約返戻金 39 －

保険配当金 13 9

その他 29 23

営業外収益合計 ※１ 152 ※１ 185

営業外費用

支払利息 77 77

その他 12 3

営業外費用合計 ※１ 89 ※１ 80

経常利益 2,743 2,687

特別利益

固定資産売却益 3 5

投資有価証券売却益 － 35

補助金収入 308 －

特別利益合計 311 41

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 19 15

固定資産圧縮損 262 －

減損損失 0 －

特別損失合計 282 16

税引前当期純利益 2,772 2,711

法人税、住民税及び事業税 764 706

法人税等調整額 △0 △2

法人税等合計 764 703

当期純利益 2,008 2,008

②【損益計算書】
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前事業年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当事業年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ  不動産原価

不動産原価 6 26

不動産原価合計 6 0.0 26 0.1

Ⅱ  人件費

１．賃金給料 5,834 6,145

２．賞与 507 607

３．賞与引当金繰入額 201 210

４．退職給付費用 106 110

５．福利厚生費 1,110 1,183

人件費合計 7,760 19.4 8,256 20.0

Ⅲ  経費

１．傭車料 20,301 20,476

２．外注費 3,870 4,183

３．燃料油脂費 1,163 1,174

４．車両修繕費 328 359

５．道路使用料 647 687

６．光熱費及び消耗品費 553 542

７．地代家賃 2,060 2,054

８．賃借料 896 980

９．租税公課 226 231

10．保険料 145 149

11．旅費交通費 33 35

12．減価償却費 1,016 1,072

13．その他 910 923

経費合計 32,155 80.6 32,872 79.9

営業原価 39,922 100.0 41,155 100.0

【営業原価明細書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,284 1,070 27 1,098 90 6,298 9,586 15,976 △55 18,304

当期変動額

剰余金の配当 △702 △702 △702

当期純利益 2,008 2,008 2,008

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 2 2

自己株式処分差益 5 5 5

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 5 5 － － 1,306 1,306 1 1,313

当期末残高 1,284 1,070 33 1,104 90 6,298 10,893 17,282 △53 19,618

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額

等合計

当期首残高 154 154 18,458

当期変動額

剰余金の配当 △702

当期純利益 2,008

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 2

自己株式処分差益 5

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△30 △30 △30

当期変動額合計 △30 △30 1,283

当期末残高 124 124 19,742

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,284 1,070 33 1,104 90 6,298 10,893 17,282 △53 19,618

当期変動額

剰余金の配当 △724 △724 △724

当期純利益 2,008 2,008 2,008

自己株式の処分 2 2

自己株式処分差益 6 6 6

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 6 6 － － 1,283 1,283 2 1,291

当期末残高 1,284 1,070 40 1,110 90 6,298 12,176 18,566 △51 20,910

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額

等合計

当期首残高 124 124 19,742

当期変動額

剰余金の配当 △724

当期純利益 2,008

自己株式の処分 2

自己株式処分差益 6

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△20 △20 △20

当期変動額合計 △20 △20 1,271

当期末残高 103 103 21,014

当事業年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法、そ

の他の有形固定資産については定率法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なおソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員及び取締役非兼務の執行役員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額（執行役員部分については、内規に基づく当事業年度末要支給額）に基づき計上しております。

イ  退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

ロ  数理計算上の差異の費用処理方法

各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社は、主たる事業として、輸送・倉庫を中心とした物流事業を展開しております。物流事業の主な役務の

提供による収益は、貨物のトラック輸送、倉庫での保管・荷役などにより計上されるものです。

これらの取引のうち、輸送部門においては貨物の輸送の進捗とともに履行義務を充足すると判断し、履行義

務の充足に伴って収益を認識しております。また、倉庫部門の保管業務においては契約期間にわたり均等に履

行義務が充足されると判断し、契約期間にわたり均等に収益を認識しております。荷役業務においては作業が

完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異

なっております。
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（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

退職給付引当金 563 577

（重要な会計上の見積り）

退職給付引当金

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

退職給付引当金の算定において、退職給付債務の測定に使用する割引率は従業員の平均残存勤務期間と同期

間の国債の利回りを用いて算定しており、期末日におけるこの変動に伴う退職給付債務への影響に重要性があ

ると判断した場合に見直すこととしております。割引率を見直した場合、翌事業年度において、退職給付引当

金の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、当事業年度末の退職給付債務の測定に使用した割引率は0.7％（前事業年度0.7％）、退職給付債務の

金額は583百万円（前事業年度556百万円）であります。

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

短期金銭債権 46百万円 52百万円

長期金銭債権 5 5

短期金銭債務 496 233

長期金銭債務 870 550

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

建物 391百万円 391百万円

構築物 3 3

機械及び装置 6 6

車輌運搬具 52 50

土地 18 18

計 471 469

（貸借対照表関係）

※１  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。

※２  圧縮記帳額

補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
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前事業年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当事業年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

営業取引による取引高

営業収益 302百万円 326百万円

営業費用 3,210 3,084

営業取引以外の取引による取引高 14 11

前事業年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当事業年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

給料手当及び福利費 527百万円 555百万円

賞与引当金繰入額 24 24

退職給付費用 7 7

租税公課 115 119

減価償却費 64 57

貸倒引当金繰入額 － △0

（損益計算書関係）

※１  関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれております。

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、金額は全て一般管理費に属

するものであります。

区分
前事業年度

（百万円）

当事業年度

（百万円）

子会社株式 662 662

関連会社株式 － －

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

退職給付引当金 172百万円 177百万円

賞与引当金 67 72

減損損失 373 371

減価償却超過額 20 18

資産除去債務 28 30

会員権評価損 5 5

未払事業税 35 30

投資有価証券評価損 1 1

貸倒引当金 0 0

その他 41 42

繰延税金資産小計 746 750

評価性引当額 △370 △370

繰延税金資産合計 376 379

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △24 △25

その他有価証券評価差額金 △55 △46

繰延税金負債合計 △79 △71

繰延税金資産の純額 296 308

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 29.8％ 29.8％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.0 △1.3

法人住民税均等割 1.1 1.2

税額控除 △3.5 △4.1

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.2 －

その他 0.0 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6 25.9

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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区  分
資産の

種類

当期首

残高

当  期

増加額

当  期

減少額

当  期

償却額

当期末

残高

減価償却

累計額

有形固

定資産
建物 8,624 486 0 641 8,468 9,567

構築物 1,057 92 14 114 1,021 1,286

機械及び装置 216 240 － 59 397 200

車両運搬具 101 62 7 55 100 764

工具、器具及び備品 193 33 0 59 166 642

土地 12,538 44 － － 12,583 －

リース資産 291 78 － 48 322 230

建設仮勘定 232 311 523 － 20 －

計 23,257 1,348 545 978 23,080 12,692

無形固

定資産
借地権 114 － － － 114 －

電話加入権 23 － － － 23 －

ソフトウエア 521 98 0 150 468 1,212

ソフトウエア仮勘定 367 843 100 － 1,109 －

施設利用権 － － － － － 1

計 1,026 941 101 150 1,715 1,213

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　　　　倉庫設備　　　　　さいたま市岩槻区　　　　　223百万円

機械及び装置　　　　倉庫設備　　　　　静岡県袋井市　　　　　　　133百万円

機械及び装置　　　　太陽光発電設備　　浜松市浜名区　　　　　　　106百万円

建設仮勘定　　　　　太陽光発電設備　　浜松市浜名区　　　　　　　110百万円

ソフトウエア仮勘定　基幹システム　　　静岡県袋井市　　　　　　　721百万円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定　　　　　倉庫設備　　　　　さいたま市岩槻区　　　　　173百万円

建設仮勘定　　　　　太陽光発電設備　　浜松市浜名区　　　　　　　110百万円

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 0 0 0 0

賞与引当金 226 235 226 235

【引当金明細表】

（単位：百万円）
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（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。

- 97 -



事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日

９月３０日

３月３１日

その他必要がある場合は、あらかじめ公告して定めた日

１単元の株式数 １００株

単元未満株式の買取り

取扱場所
（特別口座）

名古屋市中区栄三丁目15番33号  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  三井住友信託銀行株式会社

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載ＵＲＬ

https://www.enshu-truck.co.jp/

株主に対する特典

株主優待制度

・毎年３月31日現在当社株式を500株以上ご所有の株主の皆様に対し、優待

品を贈呈いたしております。下記の基準により、いずれかおひとつの優待

品をお選びいただきます。

ご所有
株式数

選択
区分

ご優待品 数量

500株以上
1,000株未満

クオカード（2,000円分） １枚

1,000株以上
2,000株未満

① クオカード（4,000円分） １枚

② 静岡産煎茶 ２缶

③ 静岡産クラウンメロン ２個

④ 静岡産森の治郎柿（15個入り） １箱

2,000株以上
5,000株未満

① クオカード（6,000円分） １枚
② 静岡産上煎茶 ２缶
③ 「ふくろい遠州の花火」指定席入場券 ２枚
④ 静岡産クラウンメロン ３個
⑤ 静岡産森の治郎柿（15個入り） ２箱

5,000株以上

① クオカード（10,000円分） １枚
② 静岡産特上煎茶 ２缶
③ 「ふくろい遠州の花火」指定席入場券 ４枚
④ 静岡産クラウンメロン ４個
⑤ 静岡産森の治郎柿（15個入り） ３箱

⑥
静岡産クラウンメロン
「ふくろい遠州の花火」指定席入場券

2個
2枚

　
◎毎年６月に株主様のご希望をおたずねします。

◎「ふくろい遠州の花火」指定席入場券は開催日までにご送付いたします。

◎他のご優待品については順次現品をご送付いたします。

◎2,000株以上ご所有の株主様が「ふくろい遠州の花火」指定席入場券をお選び

いただいた場合、中止となった際は、ご所有株数に応じたクラウンメロンを贈

呈することといたします。

◎治郎柿については数量限定（抽選）となっております。ご希望の株主様は、落

選となった場合に代替品としてお送りするご優待品をお選びいただきます。な

お、「ふくろい遠州の花火」指定席入場券はご選択いただけません。

◎ご指定がない場合はクオカードとさせていただきます。

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）  当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当

てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第60期）（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）2025年６月18日東海財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月18日東海財務局長に提出

(3）半期報告書及び確認書

（第61期中）（自  2025年４月１日  至  2025年９月30日）2025年11月10日東海財務局長に提出

(4）臨時報告書

2025年６月23日東海財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年６月17日

遠州トラック株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 溝　静太

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 弓削　亜紀

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる遠州トラック株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、遠州

トラック株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。



遠州トラック株式会社の運送収入の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　遠州トラック株式会社の連結損益計算書に計上されてい

る営業収益49,947百万円には、連結財務諸表注記「（セグ

メント情報等）」に記載のとおり、物流事業に係る営業収

益49,776百万円が含まれており、そのうち遠州トラック株

式会社の運送収入が約６割を占めている。

　連結財務諸表注記「（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項）４．会計方針に関する事項　(5）重要な

収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、運送収入につ

いては、貨物の輸送の進捗とともに履行義務を充足すると

判断し、履行義務の充足に伴って収益が認識される。

　貨物の運送は、取引量が多く、複数の倉庫等から出荷さ

れ複数の所在地へ行われる。また、輸送の事実の把握及び

確認は各営業所又は本社事業部の事務処理に依拠してい

る。そのため、運送収入については、輸送の事実に関する

誤認が生じ、不適切な会計期間に収入が計上されるという

潜在的なリスクが存在する。

　以上から、当監査法人は、遠州トラック株式会社の運送

収入の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結

財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検

討事項に該当すると判断した。

　当監査法人は、遠州トラック株式会社の運送収入の期間

帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施

した。

(1）内部統制の評価

　遠州トラック株式会社の運送収入の計上プロセスに関

連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価し

た。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

●各営業所又は本社事業部の事務担当者が、出荷日付

が記録された配車簿を確認のうえ入力した、運賃日

報等の出荷日付が適切であることを営業所の所長等

が承認する統制

●期末日以前に出荷され期末日後に輸送完了予定の収

入計上取引の取消しについて、経理責任者が、仕訳

の計上金額が適切であることを確認し、承認する統

制

(2）適切な会計期間に運送収入が計上されているか否かの

検討

遠州トラック株式会社の運送収入が適切な会計期間に

認識されているか否かを検討するため、期末月における

運送収入の増加状況等を踏まえて、例外取引に該当する

可能性があるとして抽出した取引について、以下を含む

監査手続を実施した。

●輸送先から入手した受領書に記載の日付が、収入計

上した会計期間と整合しているか否かを検討した。

　また、期末日後における運送収入のマイナス計上取引

について、マイナス計上理由を検討した。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、遠州トラック株式会社の2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、遠州トラック株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。



  （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。

内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ

れる。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統

制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部

統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監

査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等　(3）【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以    上



独立監査人の監査報告書

2026年６月17日

遠州トラック株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 溝　静太

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 弓削　亜紀

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる遠州トラック株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、遠州トラ

ック株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(運送収入の期間帰属の適切性)

　個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「運送収入の期間帰属の適切性」は、連結財務諸表の

監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「遠州トラック株式会社の運送収入の期間帰属の適切性」と実質的

に同一の内容である。このため、個別財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略する。



その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。



  （注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以    上


